
第１ 一般事務処理関係について
１ 労働保険事務組合に関する処理について
（１）徴収・納付状況報告書

事務組合は、母体団体の総会等の議決機関において労働保険料、追徴金、延滞金及
び一般拠出金（以下「労働保険料等」という。）の徴収・納付状況を報告するととも
に、委託事業主に通知します。
ア 提出書類
（ア）徴収・納付状況報告書

１部提出してください。なお、労働局のホームページに様式がありますので、
ご利用ください。（HP内で「労働保険事務組合 各種様式」と検索してください）

（イ）総会等の議案書及び議事録
イ 提出先

所掌３の労働保険番号を持っている場合は事務組合の所在地を管轄する安定所、
所掌３の労働保険番号を持っていない場合は事務組合の所在地を管轄する監督署。
（労働局に直接提出も可能です）

ウ 提出期限
総会等の議決後すみやかに

（２）労働保険事務組合認可申請書記載事項等変更届
「労働保険事務組合認可申請書」の記載事項（⑥～⑪欄を除く）及びその添付書類

（定款、事務処理規約等）に変更があったときは届出が必要です。
ア 提出書類
（ア）労働保険事務組合認可申請書記載事項等変更届
（イ）労働保険料等専用口座届（名義が変わった場合）

代表者変更届提出に伴い、口座名義が変更となる場合には届出が必要です。
（ア）（イ）労働局のホームページに様式がありますのでご利用ください。

（HP内で「労働保険事務組合 各種様式」と検索してください）
（ウ）変更がわかる確認書類（写し可）
（エ）労働局から提出指示のあった書類
イ 提出先

所掌３の労働保険番号を持っている場合は事務組合の所在地を管轄する安定所、
所掌３の労働保険番号を持っていない場合は事務組合の所在地を管轄する監督署。

ウ 提出期限
変更のあった日の翌日から起算して１４日以内

２ 委託事業主の範囲
事務組合が労働保険事務処理の委託を受けることのできる事業主は、使用する労働

者数（個々の事業場でなく企業全体の人数）が以下の規模以下である必要があります。

常時５０人以下金融業、保険業、不動産業又は小売業

常時１００人以下
卸売業又はサービス業
※清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除く

常時３００人以下その他の業種
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３ 委託手続
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定

の事項を記載した組様式第１号「労働保険事務等委託書」（以下、委託書とする）
を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を要しま
す。

また、同時期に複数の末尾を委託する際は、１枚の委託書にまとめることは可能
ですが、異なる時期に別の末尾を委託する際は、別途、委託書を作成する必要があ
ります。

４ 労働保険適用のしくみ
労働保険は、労働者（パートタイマー、アルバイトを含む）を１人でも雇用して

いれば、業種・規模の如何を問わずに適用され、その事業が開始された日又は適用
事業に該当するに至った日に、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に保険関係
が成立することになります。これを適用事業といいます。

ただし、農林水産業の一部の事業は、当分の間、適用事業としないとされていま
す。これを暫定任意適用事業といいます。

暫定任意適用事業とは、労働保険に加入するかどうかを、事業主の意思又は当該
事業に使用されている労働者の意思に任されている事業をいい、事業主が任意加入
の申請をし、認可があった日にその事業について保険関係が成立することになりま
す。

（１）暫定任意適用事業

ア 労災保険に係る暫定任意適用事業の具体的な範囲は、次に掲げる事業です。

ただし、上記に該当する事業であっても、以下のものについては暫定任意適用
事業とはされず、適用事業となります。

a （ア）、（イ）のうち特定危険有害作業を行う事業であって、常時労働者を
使用す るもの

b （ア）のうち指定農業機械作業従事者及び特定農作業従事者、一定の危険有
害作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合におけ
る当該事業。

c （イ）のうち総トン数５トン以上の漁船による事業であって、河川、湖沼及
び特定の水面以外の場所で主として操業するもの。

イ 雇用保険に係る暫定任意適用事業の具体的な範囲は、次に掲げる事業です。

（ア）民間の個人経営の農業の事業であって、５人未満の労働者を使用するもの。
（イ）民間の個人経営の漁業の事業であって、５人未満の労働者を使用するもの。
（ウ）民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、

１年以内の期間において使用労働者延人員が３００人未満のもの。

民間の個人経営の農林水産の事業であって、常時５人以上の労働者を雇用する
事業以外のもの。
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（２）事業の適用単位
労働保険は、事業を単位として適用されます。ここでいう事業とは、一つの経営組

織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに関連
して行われる一体的な経営活動がこれに当たります。

したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業その
ものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように一つの経営
組織として独立性をもった経営体ということになります。

一般に、一つの事業であるか否かは場所的見地から決定することができ、同一場所
にあるものは原則として分割することなく一つの事業とし、場所的に分離されている
ものは別個の事業として取扱うことになります。

すなわち、一つの事業として取扱うか否かは、次の見地から判断されます。

しかし、同一場所にあっても、経営組織上二つ以上の部門に区分することができる
場合は、それらの各部門をそれぞれ独立した事業として取扱うことになっています。

逆に、場所的に分散しているものであっても、出張所、支店等で規模が小さく、そ
の上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一つの事業という程度の独立性
がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一つの事業として取扱うこ
とになります。

（３）適用除外
ア 労災保険の適用除外

国の直営事業及び非現業の官公署
イ 雇用保険の適用除外
（ア）一週間の所定労働時間が２０時間未満である者（日雇労働被保険者に該当する

者を除く。）
（イ）同一の事業主に継続して３１日以上雇用されることが見込まれない者
（ウ）季節的に雇用される者であって、４か月以内の期間を定めて雇用される者又は

１週間の所定労働時間が３０時間未満である者
（エ）昼間学生
（オ）船員法第１条に規定する船員であって、漁船（政令に定めるものに限る）に乗

り込むため雇用される者（１年を通じて雇用される場合を除く）
（カ）国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、

離職した場合に、他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職
者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令
で定める者

ア 場所的に他の事業場から独立しているかどうか。
イ 組織的に一つの単位体をなし、経理、人事、経営（業務）上の指揮監督、作業工

程において独立性があるかどうか。
ウ 施設として相当期間継続性を有するかどうか。
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（４）一元適用事業及び二元適用事業
ア 一元適用事業

労災保険に係る保険関係と、雇用保険に係る保険関係との双方を一つの事業につ
いての保険関係として取扱い、一般保険料の算定、徴収等を両保険につき一元的に
処理する事業をいいます。

イ 二元適用事業
労災保険と雇用保険の間で適用労働者の範囲が異なること、事業の適用単位を統

一しがたい実情にあること等、適用上区別して扱うべき事業があるため、それぞれ
の保険関係を別個に二つの事業とみなして取扱い、労働保険料の算定、納付等の事
務は、この二つの事業ごとに処理する事業をいいます。具体的には以下の（ア）か
ら（オ）の事業が該当します。

（ア）都道府県及び市町村の行う事業
（イ）都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
（ウ）船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役等港湾労働法第２条第２号の港湾運送の行

為を行う事業
（エ）農林水産の事業（雇用保険法附則第２条第１項各号に掲げる事業）
（オ）建設の事業

（５）労働保険番号
労働保険番号は、①府県番号、②所掌、③管轄、④基幹番号、⑤枝番号で構成され

ています。

⑤枝番号④基幹番号③管轄②所掌①府県番号

○○○９○○○○○（末尾）○○○０１

事務組合を管轄する都道府県の番号で、北海道労働局は「０１」で
す。

：府県番号①

労働基準監督署又は公共職業安定所のいずれかの所掌事務であるか
を表します。
所掌「１」…監督署の所掌事務
所掌「３」…安定所の所掌事務

：所 掌②

管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所の番号を表します。：管 轄③

事務組合ごとに振り出される９から始まる固有の番号を表していま
す。末尾の種類は次表のとおりです。
なお、船員雇用事業は一元の継続事業として末尾０で成立させるこ
とになりますが、他の業種と区分して取扱うことから、「９２万
台」の基幹番号を船員雇用事業専用の番号として使用することにな
ります。

：基幹番号④

事業場を管理するために使用する番号（００１～９９９）です。
一度使用した枝番号（委託解除済を含む）は、再度使用することは
できません。

：枝 番 号⑤
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（６）労働保険番号（基幹番号）追加付与願について
次の①から④までのいずれかに該当したときは、基幹番号の新たな末尾の付与を受

ける必要があります。
①労働保険番号の枝番号を999まで使用した場合
②労災保険の事業場のみを受託している事務組合が新たに雇用保険の事業場の受託

を受ける場合
③新たな末尾に該当する事業の事業場から委託を受けた場合（②以外の場合）
④新たに船員雇用事業の委託を受けた場合

ア 提出書類
（ア）労働保険番号（基幹番号）追加付与願
（イ）枝001の保険関係成立届（事務処理委託届）
（ウ）労働保険事務組合認可申請書記載事項等変更届（①の場合は提出不要）
イ 提出先

所掌３の労働保険番号を持っている場合（新たに付与を受ける場合を含む）は事
務組合の所在地を管轄する安定所、所掌３の労働保険番号を持っていない場合は事
務組合の所在地を管轄する監督署。

（７）継続事業の一括について
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、一つの

会社でも、支店や営業所ごとに複数の保険関係が成立することがあります。
しかし、一定の要件を満たす継続事業については、これら複数の保険関係を厚生労

働大臣が指定した一つの事業において、まとめて処理することができます。これを
「継続事業の一括」と呼んでおり、事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要
です。

なお、まとめて処理を行う本社等の事業を「指定事業（＝親）」、指定事業に一括
される支店や営業所を「被一括事業（＝子）」といいます。
ア 一括の要件

継続事業の事業主が、保険関係が成立している２以上の事業について継続事業の

5

事務組合委託の末尾内訳
＜所掌３＞
末尾０（１） ※1 ・・・一元両適（労災＋雇用）・一元片適（労災のみ）
末尾２（３）・・・二元雇用
＜所掌１＞
末尾４・・・・・・二元労災（林業）
末尾５・・・・・・二元労災（建設業の一括有期事業。建設現場の労災）
末尾６（７）・・・二元労災（農業、漁業、林業（0201のみ成立の場合）・建設業

の事務所および土場・資材置場等※2の労災）
末尾８・・・・・・第二種・第三種特別加入（第4-1参照）に関する場合
※1（ ）内の数字は予備コード。通常の末尾番号に続く枝番号を使い切った時に使

用する。
※2 詳細は北海道労働局HP内のリーフレット「建設業の事業主の皆さまへ」をご確
認ください。場所は 北海道労働局（ホーム） → 目的や内容で探す「労働保険
関係」 → 労働保険制度「労働保険の成立・納付手続等各種手続きについて」
→ その他リーフレット「建設業の事業主の皆さまへ」（事務所等労災の適用）



一括をしようとするときは、それぞれの事業が、次のすべての要件に該当してい
なければなりません。

（ア）継続事業であること
（イ）指定事業と被一括事業の事業主が同一であること
（ウ）それぞれの事業が、次のａ～ｃまでのいずれか一つのみに該当すること

（成立している保険関係区分が同じであること）
a 二元適用事業のうち労災保険が成立している事業
b 二元適用事業のうち雇用保険が成立している事業
c 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が

成立しているもの
（エ）それぞれの事業について「労災保険率表」による「事業の種類」が同じである

こと。
また、継続事業の一括の認可を受けるための具体的要件として、次の各要件が

具備されている必要があります。
ａ 指定事業において、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金

の明細の把握ができていること
ｂ 労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること
ｃ それぞれの事業について、従来から保険料の申告及び納付等が適正に行われ

ていること
イ 一括の効果

一括申請が認可されると、指定事業に保険関係がまとめられ、被一括事業につい
ての保険関係は消滅します。指定事業においては、事業規模が拡大することとなる
ので、増加概算保険料の申告及び納付の手続を要する場合があり、一方、被一括事
業については確定精算の手続が必要となります。

なお、労働者に係る労災保険給付の事務等は、その労働者の属する被一括事業の
所在地を管轄する監督署⾧が行うこととなります。

ウ 申請手続
継続事業の一括を受けようとする事業主は、「継続事業一括認可・追加・取消申

請書」を、指定事業を委託する事務組合の所在地を管轄する監督署⾧（所掌１分）
又は安定所⾧（所掌３分）を経由して、労働局⾧へ提出することとなっています。
継続事業の一括の申請を受けた労働局⾧は、その申請に対する認可又は不認可の通
知を行います。

また、被一括事業が新たに開始されたものである場合は、「保険関係成立届」
（暫定任意適用事業である場合は、「任意加入申請書」）を、被一括事業を委託す
る事務組合の所在地を管轄する監督署⾧（所掌１分）又は、被一括事業場の所在地
を管轄する安定所⾧（所掌３分）を経由して、労働局⾧に提出してください。

なお、継続事業の一括を申請する時点ですでに保険関係が成立している事業につ
いては「保険関係成立届」（又は「任意加入申請書」）は必要としません。

エ 継続一括の指定事業となっている事業場を委託した場合
（個別から委託・委託替）

継続一括の指定事業となっている事業場を委託したときは、遅滞なく「継続事業
一括変更申請書／継続一括事業名称・所在地変更届（様式第５号の２）」を、指定
事業を委託する事務組合の所在地を管轄する監督署⾧（所掌１分）又は安定所⾧
（所掌３分）を経由して、労働局⾧に提出することになります。
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Ｄ工場
事業の種類：食料品製造業

保険関係：一元両保険
Ａ本社

事業の種類：小売業

保険関係：一元両保険

Ｂ支店
小売業

一元両保険
Ｃ支店

小売業

一元両保険
Ｅ工場

食料品製造業

一元両保険

株式会社○○

指定事業（＝親） 指定事業（＝親）

被一括事業（＝子） 被一括事業（＝子） 被一括事業（＝子）

継続事業の一括〔図解〕

オ 被一括事業の名称、所在地、労働保険番号を変えた場合
被一括事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく

「継続事業一括変更申請書／継続一括事業名称・所在地変更届（様式第５号２）」
を、指定事業を委託する事務組合の所在地を管轄する監督署⾧（所掌１分）又は安
定所⾧（所掌３分）を経由して、労働局⾧に提出することになります。



５ 委託事業場に関する処理について

安定所への提出書類 監督署への提出書類
（末尾0・1・2・3） （末尾4・5・6・7・8）

・労働保険関係成立届（事務処理委託届） ・特別加入申請書

 【雇用保険の設置がある場合、以下を提出】 （注）特定業務の健康診断がある

 ・雇用保険適用事業所設置届   場合のみ。それ以外は北海道

 ・雇用保険被保険者資格取得届   労働局へ提出願います。

一元労災片保険 ・労働保険関係成立届（事務処理委託届） ・特別加入申請書（上記（注）に同じ）

・労働保険関係成立届（事務処理委託届）

 もしくは任意加入申請書（事務処理委託届）

 【雇用保険の設置がある場合、以下を提出】

 ・雇用保険適用事業所設置届

 ・雇用保険被保険者資格取得届

一元労災片保険 ・労働保険名称、所在地等変更届

↓ ・雇用保険適用事業所設置届

一元両保険 ・雇用保険被保険者資格取得届

【一元合致】

一元両保険 ・労働保険名称、所在地等変更届

↓ ・雇用保険適用事業所廃止届

一元労災片保険 ・雇用保険被保険者資格喪失届

【労災片保険】 ・雇用保険被保険者離職証明書

・労働保険名称、所在地等変更届

一元両保険 ・労働保険名称、所在地等変更届【末尾0・1→2・3】

・雇用保険事業主事業所各種変更届【 同上 】

・労働保険関係成立届（事務処理委託届）【末尾2・3】 【末尾０・１→４・５・６・７】
二元事業 ・労働保険事務等処理委託解除届【末尾0・1】

二元事業 ・労働保険名称、所在地等変更届【末尾2・3→0・1】 ・労働保険事務等処理委託解除届

・雇用保険事業主事業所各種変更届【 同上 】 【末尾４・５・６・７→０・１】
・労働保険関係成立届（事務処理委託届）【末尾0・1】

一元両保険 ・労働保険事務等処理委託解除届【末尾2・3】

・労働保険事務等処理委託解除届

 【雇用保険の廃止がある場合、以下を提出】

 ・雇用保険適用事業所廃止届

 ・雇用保険被保険者資格喪失届

 ・雇用保険被保険者離職証明書

一元労災片保険 ・労働保険事務等処理委託解除届

・労働保険事務等処理委託解除届 ・労働保険事務等処理委託解除届

 【雇用保険の廃止がある場合、以下を提出】

 ・雇用保険適用事業所廃止届

 ・雇用保険被保険者資格喪失届

 ・雇用保険被保険者離職証明書

一元両保険

二元事業

委
託
解
除

・労働保険関係成立届（事務処理委託届）

もしくは任意加入申請書（事務処理委託

届）

・特別加入申請書（上記（注）に同じ）

保険関係

新
規
委
託

一元両保険

二元事業

保

険

関

係

の

変

更

名

称

・

所

在

地

等

の

変

更

名称、所在地等の変更 ・労働保険名称、所在地等変更届・雇用保険事業主事業所各種変更届【委託換え、個別→

委託で労働保険番号が変更される場合含む】

・労働保険関係成立届（事務処理委託届）

↓

↓

（注）

（注）末尾０，１の事業が継続する場合は不要です。この場合は、労働保険名称、所在地等変更届の
変更理由欄に「一元→二元」「一元労災片保険へ変更」と記載してください。

※各届出は、それぞれ定められた期日までに提出してください。
※各届出に関する添付書類等については、管轄の安定所又は監督署にお尋ねください。
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根拠法令提出時期提出書類

・徴収法第４条の２第１項
・徴収則第64条第１項
・石綿則第２条の８第１項

・新規成立の場合
→成立した日から10日以内

・委託換えや個別から委託の場合
→労働保険事務の処理の委託が

あったときに遅滞なく

労働保険保険関係成立届
（事務処理委託届）

・徴収則第64条第１項労働保険事務の処理の委託が
あったときに遅滞なく

任意加入申請書
（事務処理委託届）

・徴収法第４条の２第２項
・徴収則第５条

変更を生じた日の翌日から
起算して10日以内労働保険名称、所在地等変更届

・徴収則第64条第２項
・石綿則第２条の８第２項

労働保険事務の処理の委託の解除
があったときに遅滞なく労働保険事務等処理委託解除届

・雇用則第141条事業所を設置した日の翌日から
起算して10日以内雇用保険適用事業所設置届

・雇用則第141条事業所を廃止した日の翌日から
起算して10日以内雇用保険適用事業所廃止届

・雇用則第142条変更があった日の翌日から
起算して10日以内雇用保険事業主事業所各種変更届

・雇用法第７条
・雇用則第６条

被保険者となった事実のあった日
の属する月の翌月の10日まで雇用保険被保険者資格取得届

・雇用法第７条
・雇用則第７条第１項及び

第２項

被保険者でなくなった事実の
あった日の翌日から起算して
10日以内

雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

・労災法第34条
・労災則第46条の19第１項

特別加入しようとするとき
（加入日は申請日の翌日から

起算して30日以内の希望日）

特別加入申請書（中小事業主等）
※新規委託の場合

・労災法第35条
・労災則第46条の23第１項

特別加入しようとするとき
（加入日は申請日の翌日から

起算して30日以内の希望日）

特別加入申請書（一人親方等）
※新規委託の場合

・労災法第36条
・労災則第46条の25の２

特別加入しようとするとき
（加入日は申請日の翌日から

起算して30日以内の希望日）

特別加入申請書（海外派遣者）
※新規委託の場合

略称は以下のとおりです。
徴収法：労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）
徴収則：労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和47年労働省令第８号）
石綿則：厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則（平成18年厚生労働省令第39号）
雇用法：雇用保険法（昭和49年法律第116号）
雇用則：雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）
労災法：労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）
労災則：労働者災害補償保険法施行規則（昭和30年労働省令第22号）

（参考）P7「４委託事業場に関する処理について」各届出の提出時期

9



※となってい
ますが、片保
険の場合理由
を記入してく
ださい。
2…別の労働保

険番号で加
入

4…対象となる
労働者がい
ない

委託年月日を必ず
記入してください
（平成:7 令和:9）

法人のときは
名称のみ、個
人のときは事
業主氏名も必
ず記入してく
ださい。

電話番号を右
づめで必ず記
入してくださ
い。

主たる事務所
の所在地を記
入してくださ
い。

該当する数字
を記入してく
ださい。

保険年度における
１日平均使用労働
者の見込数を記入
してください。

労災保険率表による
事業の種類の細目番
号を記入してくださ
い。

事業の内容をできる
だけ詳しく記入して
ください。

実際に事業を行って
いる事業場の所在地
、名称を記入してく
ださい。

法人番号を記
入してくださ
い。
個人事業の場
合は全て「0」
を記入してく
ださい。
個人番号を誤
って記入しな
いでください

0

0 1 3

サツポ0 0 0 0 0 0 0

北 ○ 条 西

キタ○ジ

○○マ

○番△号○○マンション××号

札 幌 市

ヒガシク

0 2 0

9801

東 区

株式会社○×商店

食品小売業

011 000 0000

○○○-○○○○

○ ○ マ ン

カブシキ

○×ショ

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

株 式会 社

○ × 商 店

2

2 0 1

委託換え 労災事故の有無 無
特別加入継続希望

1 2 3 5

株式会社 ○×商店

代表取締役 ○× △男

押印
不要

△△ ××

札幌市東区北○条西△丁目

○○

H10 1 10

H10 1 10

2

4,800
×××-××××

札幌市東区北○条東△丁目
○番△号

011 000 0000

労働保険事務組合

北海道△△協同組合

⑦欄の合計人
数を記入して
ください。

会長

○○ ○○

委託前から他の事務組合又は個別保険関係が成立していた場合、以下を確認のうえ
記入してください。
・21欄に委託前の労働保険番号の成立日を記入してください。
・26欄に委託前の労働保険番号を記入してください。
・余白に「委託換え」「個別→委託」など記入してください。
・委託替えで引き続き特別加入の継続を希望する場合は、余白に「委託換え 特別加入継続希望」
と朱書きしてください。（旧事務組合から発行される「労働保険事務等委託解除通知書（組様式第
11号）」の写しを添付してください。）

同一事業場で別の労
働保険番号を持って
いる場合は記入して
ください。

押印

不要

（１）保険関係成立届（事務処理委託届）記載例
記入枠内は、大きい字ではっきりと記入してください。

8 1 3 1 4 4 562
成立届提出前の労災事故の有無を事業
主に確認してください。余白に労災事
故の有無について記入してください。
成立届提出以前に労災事故がある場合
は事前に監督署へ相談してください。

2 4 9 0 0 0 0 0

ロシ

0 10 40 80 1 1 0 97 1 0

2 9 1 0 0 0 0 0 0 13 4

ヨウニシ△チヨウメ○バン△ゴウ

ンシヨン××ゴウ

△ 丁 目○ 番 △ 号

シ ヨ ン× × 号

ガイシャ

ウテン

。

電子申請の際は「労
働保険手続の事務処
理の委託等に関する
証明書」（P15）を
添付してください

個別から委託や委
託換えの場合に、
元の労働保険番号
を記入してくださ
い。
元の労働保険番号
がある場合は、継
続一括の指定事業
になっていないか
（ P5～6 ）、また
、すでにメリット
制の適用となって
いないか（ P34～
35 ） 事業主に確認
してください。
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（２）労働保険事務等処理委託解除届記載例（事業廃止による委託解除の場合）

委託解除年月日、
委託解除理由を
記入してください。

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 1 3

9 0 8 30 3 1 1

札幌市豊平区月寒東〇条×丁目△ー△
0 6 2 0 0 5 0

札幌市豊平区月寒東〇条×丁目△ー△ 0 6 2 0 0 5 0

〇×株式会社

〇×株式会社

〇× 〇男 押印
不要

押印

不要

〇〇〇 〇〇〇〇

札幌市北区北〇条西×丁目

労働保険事務組合
北海道△△協同組合

011 000 0000

会長 〇〇 〇〇

令和８ ４ １

電子申請の際は「労
働保険手続の事務処
理の委託等に関する
証明書」（P15）を
添付してください。

北海道

提出日を記入してください
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※法人の代表者
のみ変更となっ
た場合は、提出
の必要はありま
せん。

事業の種類の変
更は労災保険率
の変更を伴うこ
とが多いので明
確に記入してく
ださい。
※年度途中で事
業の種類が変更
になった場合の
確定保険料の算
定は、変更前と
変更後の労災率
をそれぞれ乗じ
ることとなりま
す。

変更理由及び年
月日を必ず記入
してください。

変更のある項目
について記入し
てください。

0 1

札幌

○×車輌整備

○× 一郎

○×車輌整備

○× 一郎

カーサポート○×

株式会社

法人化のため

カブシ

カーサ

株 式

カ ーサ

9 0 8

札幌市中央区北○条西×丁目○番×号

(株)カーサポート○×

代表取締役 ○× 一郎

○○ △△ ××

押印
不要

（３）労働保険名称、所在地等変更届記載例（法人化のための変更）

3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 1 2

キガイシャ

ポート○×

会 社

ポート ○ ×

0 4 0 1

電子申請の際は「労
働保険手続の事務処
理の委託等に関する
証明書」（P15）を
添付してください。

12

株式会社
カーサポート○×



変更理由及び年
月日を必ず記入
してください。

一元労災片保険

一元両保険

雇用保険の被保険者と

9 0 8 0 4

○○ △△ ××

なる者を雇い入れた

ため

変更届に「一元合致」と
表示してください。

0 1 3

札幌

札幌市中央区北○条西×丁目○番×号

(株)○×不動産

代表取締役 ○× ○×

一元合致

押印
不要

0 1

2 4 9 3 0 0 0 0 0 1 5

13

（４）一元合致記載例（一元労災片保険から一元両保険への変更）

事業所番号及び
産業分類を必ず
記入してくださ
い。



変更理由及び年
月日を必ず記入
してください。

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 1 4

札幌東

一元両保険

雇用保険の被保険者と

一元労災片保険

なるべき者がいないため

9 0 8 0 4 0 1

札幌市白石区北○×通△丁目○番×号

○×食品
○× ○×

○○ △△ ××

押印
不要

（５）一元労災片保険記載例（一元両保険から一元労災片保険への変更）（※電子申請非対応）
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（６）電子申請に添付する証明書について

労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けてP16の対象手続を行う場合
において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名及び電子証明書が必要な手続
について、委託関係を証明する証明書をＰＤＦ形式で添付することにより、事業主の
電子署名及び電子証明書を省略することができます。（徴収則第80条、石綿則第2条
の10）

なお、証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。
・事業主が労働保険事務組合に提出した労働保険事務等委託書又は労働保険事務等

委託解除通知書
・労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書

※労働局ホームページに様式がありますのでご利用ください。
（HP内で「労働保険事務組合 各種様式」と検索してください）

注意 電子申請利用の増加に伴い、以下の理由により不受理となるケースが多発しています。
1.委託関係を証明する証明書が添付されていない
2.証明書が社会保険労務士の「提出代行に関する証明書」となっている
3.労働保険事務組合代表者以外の電子署名となっている

労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書 

 

  年  月  日

 

 

○労働保険事務組合名称 

 

                                     

 

 

○所在地                                 

 

 

私は、上記の者に、労働保険関係法令に基づく事務処理の委託等を行っていること

を証します。 

また、私の電子署名及び電子証明書の送信に代え、この証明書の提出をもって、上

記の者が電子申請を行うことに同意します。 

 

 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                               

 

 

労 働 保 険 

事 務 組 合 

記 入 欄 

この証明書は、今般の申請書等の提出に関する手続において有効である

ことを証します。 
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（参考）電子署名及び電子証明書省略手続一覧

●保険関係成立届（徴収則第４条第２項）
●名称・所在地等変更届（徴収則第５条第２項）
●一括有期事業開始届（徴収則第６条第３項）
●下請負人を事業主とする認可申請書（徴収則第８条）
●継続事業一括認可・追加・取消申請書（徴収則第10条第２項）
●継続事業一括変更申請書／継続被一括事業名称・所在地変更届（徴収則第10条第４項）
●労災保険率特例適用申告書（徴収法第12条の２）
●概算・増加概算・確定保険料申告書（徴収法第15条第１項及び第２項、第16条、第19

条第１項及び第２項）
●概算・増加概算保険料の延納の申請（徴収則第27条第１項、第28条第１項、第29条第

１項、第30条第１項、第31条、第32条）
●一括有期事業報告書（徴収則第34条）
●労働保険料還付請求書（徴収則第36条第２項）
●労働保険料に係る口座振替による納付の申出（徴収則第38条の２）
●労働保険代理人選任・解任届（徴収則第73条第２項）
●雇用保険の任意加入申請書（徴収則附則第２条第１項）
●雇用保険の保険関係消滅申請書（徴収則附則第３条第１項）
●労働保険事務等処理委託届（徴収則第64条第１項）
●労働保険事務等処理委託解除届（徴収則第64条第２項）
●労災保険の任意加入申請書（整備省令第１条）
●労災保険の保険関係消滅申請書（整備省令第３条第１項）
●一般拠出金申告書（石綿法第38条第１項）
●一般拠出金還付請求書（石綿則第２条の３第２項）
●一般拠出金に係る口座振替による納付の申出（石綿則第２条の６）
●一般拠出金代理人選任・解任届（石綿則第２条の６）
●労働保険事務等処理委託届（石綿則第２条の８第１項）
●労働保険事務等処理委託解除届（石綿則第２条の８第２項）

※（ ）内は関連規定を示します。略称は以下のとおりです。
徴収法：労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）
徴収則：労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和47年労働省令第８号）
整備省令：失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴

収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令（昭和47年労働省令第９
号）

石綿法：石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第４号）
石綿則：厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則（平成18年厚生労働省令

第39号）
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６ 口座振替納付について
（１）口座振替納付を希望する場合

ア 口座振替納付とは
口座振替納付とは、労働保険事務組合の指定口座から、労働保険料及び一般拠出

金を引き落とし国へ納付する制度です。（ここでいう口座振替納付とは、事業主と
労働保険事務組合間の口座振替納付のことではありません）

イ 口座振替納付の承認・事前審査について
口座振替納付の承認については、「その納付が確実と認められ、かつその納付が

申し出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申
し出を承認することができる」（労働保険徴収法第二十一の二）とされています。

口座振替納付は１期・２期・３期の納付額について、納付額全額を引き落とすこ
としかできませんので、労働保険事務組合の場合、１つの事業場でも滞納などのた
めに各期の納付額全額を指定口座に入れられない場合は全て振替不能となり大きな
影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、北海道労働局では労働保険事務組合が口座振替納付を利用を希望する
場合は、承認について事前審査（滞納の有無など）を行っています。

初めて口座振替納付の利用を希望する場合は、（３）に記載した担当までご連絡
ください。

（２）口座振替納付利用中の場合
ア 口座振替納付利用の際の留意点

滞納などの理由により口座振替日に納付額の全額を指定口座に入れられない場合
（ア）口座振替日の前日までに、労働保険事務組合から金融機関（一部の銀行を除

く）へ該当の基幹番号分について口座振替納付を停止とする旨の連絡を必ず行っ
てください。

※北海道労働局からは連絡しません。ただし、一部の銀行については厚生労働
省を通じての停止依頼でしか対応できないため、２週間前までに労働局事務
組合係までご連絡ください。口座振替日間近だと停止依頼を行うことができ
ない場合があります。

※滞納のない基幹番号分は口座振替納付とするか、停止とするかは金融機関に
よりますので、金融機関に相談してください。

（イ）口座振替納付停止とする基幹番号分の労働保険料等は、納付額から滞納の額を
差し引いた額を、１期～３期の各法定納期までに納付書を作成のうえ、納付して
ください。

※滞納となる場合は「労働保険料等滞納事業場報告書」を提出期限内に提出し
てください（Ｐ84参照）

イ 変更及び解除の手続方法について
作成した様式全て（全４枚）を指定する金融機関の窓口へ提出してください。
金融機関において、「金融機関提出用」（３枚目）が受領され、金融機関確認印

が押された残りの様式が返戻されますので、「厚生労働省提出用」（１枚目）及び
OCR 様式（４枚目）を下記担当まで提出してください。「納付者保管用」（２枚
目）は控として保管してください。
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７ 各種証明について
下記（１）及び（２）の各種証明の申請先は北海道労働局総務部労働保険徴収課と

なりますが、証明の内容により担当係が異なります。
また、原則窓口での即日交付はできませんので、返信用封筒も併せて提出してくだ

さい。
なお、様式については北海道労働局ホームページからダウンロードできます。

（１）労働保険事務組合係が申請先となるもの（011-776-6199）
ア 労働保険関係成立届の写しの交付

「保険関係成立届（写）交付依頼書」
※保存期間を満了したものは交付できません。

イ 労働保険料申告書の写しの交付
「労働保険料申告書（写）交付依頼書」
※保存期間を満了したものは交付できません。

ウ 労働保険に加入していることの証明
「労働保険加入証明書交付依頼書」
※申請書の申請者は事業主となります。また、当該事業主に係る全ての労働保険

番号において、保険料の未納がある場合は交付できません。
※返信先を事務組合とする場合は委任状が必要となります。

（２）徴収第２係が申請先となるもの（011-776-6147）
ア 労働保険料の未納がないことの証明

「労働保険料・一般拠出金納付証明願」
イ 労働保険料の未納がないことの証明（特定技能外国人関係申請用）

「労働保険料等納入証明書（特定技能外国人関係申請用）」

（３）労働保険事務組合で対応するもの
ア 労働保険料を納入していることの証明

個々の事業場の納入については事務組合で把握しているため、労働保険事務組合
で証明してください。

イ 特別加入に係る証明
加入した際の申請書などの控・送付済の承認通知書の写し及び当年度の労働保険

料領収書写し等で対応してください。紛失により写しで対応できない場合は、事務
組合独自の様式で事務組合が証明してください。

（４）林業・建設業の事業における労災保険加入済証明について
国や道、地方公共団体が発注する公共工事について、労災保険の加入もれを防止す

るため、受注業者が「労災保険加入済証明」（労災保険加入済証明の用紙を労働基準
監督署に持参又は郵送し、保険加入済証明の用紙に「労災保険加入済」と記載された
赤色のスタンプの押印を受ける）を発注者に提出しているところですが、事務組合委
託の事業場の場合、従来の「労災保険加入済証明」のほか以下の書類の写しでも労災
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保険加入済と扱っています。事業主から相談があった際の参考にしてください。この
場合のお問合せ先は適用係（011-776-6165、011-776-6172、011-738-5351）です。

ア 保険関係成立届（事業主控）
※北海道労働局総務部労働保険徴収課または所轄の労働基準監督署の受付印が押

印されているものに限ります。
イ 労働保険料等納入通知書（事業主控）

※事業主から労働保険関係手続きの委託を受けている労働保険事務組合が発行し
ており、かつ、通知日が記載されている事業主控に限ります。
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８ 独自様式の承認申請について
労働保険事務で使用する各種様式については、法令規則に基づき厚生労働省の通達

により定められています。
北海道労働局では、例年５月頃に事務組合に対する各種様式の所要数調査を行い、

翌年２月～４月頃に調査報告のあった各種様式を配付しています。
労働保険事務に当たっては、原則として、この配付された様式（以下「法定様式」

といいます。）を使用する必要があります。
一部様式については、北海道労働局ホームページにExcelやwordファイルを掲載し

ていますので、ダウンロードの上、使用することが可能です。
（HP内で「労働保険事務組合 各種様式」と検索してください）
ただし、北海道労働局ホームページに掲載のない様式をパソコンで作成する場合や

既存の様式に独自の項目を追加して使用する場合などは、以下のとおり独自様式の使
用承認が必要です。

また、令和６年度から、インボイス制度導入に伴い税率、登録番号等の項目を追加
する場合は、独自様式の承認申請は不要です。

なお、民間の労働保険に関するシステムをご使用の場合で、独自様式の承認申請が
必要であるかご不明な場合はお問合せください。

（１）承認基準
次の①から⑤までの全項目に該当する場合に独自様式の使用を承認しています。
① 法定様式で示された項目を全て具備していること。
② 法定様式の標題及び様式番号を変更していないこと。
③ 北海道労働局がOCRで読み取りを行う法定様式は申請の対象外となること。

※様式左上の「種別」に番号の記載があるものは対象外。
（例：労働保険関係成立届（事務処理委託届）は種別に「3160」の記載がある

ため独自様式承認申請の対象外。）
④ 法定様式に追加する項目は、事務組合業務に関連する内容であること。また、

事務組合の業務負担軽減につながると認められるものであること。
⑤ 承認された場合に通知される承認通知書及び承認された独自様式を適切に保管

すること。また、法律改正等により法定様式が変更された場合は、改めて承認申
請する必要があること。

（２）承認申請
ア 提出書類
（ア）独自様式の使用承認申請書（P22）
（イ）承認を受けようとする独自様式（印書したもの）
イ 提出先

北海道労働局総務部労働保険徴収課 事務組合係

（３）申請結果の通知
申請された独自様式について、北海道労働局において審査の上、承認又は不承認を

決定し結果を文書により通知します。
また、審査に時間を要する場合や独自様式の修正及び再提出を求める場合がありま

すので、余裕をもって申請してください。
なお、事務組合監査などにおいて承認通知書及び承認された独自様式の確認を求め

る場合がありますので、速やかに提示できるよう適切に保管してください。
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独自様式の使用承認申請書

令和〇年〇月〇日

北海道労働局総務部

労働保険徴収課⾧ 殿

労働保険事務組合の名称 〇〇〇〇〇〇〇

所在地 〇〇〇〇〇〇〇

代表者氏名 〇〇 〇〇

下記のとおり当事務組合で独自に作成した様式の使用承認を申請します。

記

１ 申請する独自様式の様式番号及び名称

組様式第８号 労働保険料等領収書

２ 独自様式を使用する理由

これまで手書きにより作成していたが、パソコンで作成することにより労働保険事

務の簡素合理化を図るため。

３ 制約事項の了承

申請が承認された場合、承認通知書及び承認された独自様式については、監査など

で確認を求められた際に速やかに提示できるよう、適切に保管する必要があることに

ついて了承しております。

また、法律改正等により様式が変更された場合、改めて承認申請する必要があるこ

とについても了承しております。

４ 担当者及び連絡先

本申請に関する担当者及び連絡先は次のとおりです。

担当者名〇〇 〇〇

電話番号〇〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇

メールアドレス 〇〇〇＠〇〇.〇〇.〇〇

（４）独自様式の使用承認申請書の記載例
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第２ 年度更新関係業務について
１ 年度更新の日程・手順について（注）７/１０が閉庁日の場合は翌開庁日

留意事項手順日程

・既加入者について加入継続・給付基礎日額変更の有無
の確認。日額変更の場合、「給付基礎日額変更申請
書」を提出すること（3/2～3/31の間）。

「給付基礎日額変更申
請書」の提出（事前申
請）

2～3月

・諸用紙が配付される（用紙の要求は前年の5月下旬頃に
行う）。

3月下旬

・年度更新事務手続を正確に処理するため、早めに準備
すること。（賃金等の報告＝労働保険料等算定基礎賃
金等の報告）

「賃金等の報告」「一
括有期関係書類」の用
紙を委託事業主へ配付

・新規特別加入があれば申請手続をすること。
・既加入者について脱退や内容変更があれば、特別加入

脱退申請書、変更届を提出すること。
・既加入事業場や第二種団体で追加加入がある場合は、

変更届を提出すること。

来年度に向けての特別
加入関係手続

・事業場の名称・所在地・事業の概要の確認、変更があ
れば「名称、所在地等変更届」を提出すること。

・第一種特別加入者がいて常時使用労働者が０人の場合
は、具体的な雇用計画により年間100日以上の雇用見込
みがあるか確認すること。年間100日以上の雇用見込み
がない場合は、特別加入脱退申請書を提出すること。

・確認の結果は、申告書、申告書内訳と一緒にP31「報
告書」により報告すること。

「賃金等の報告」を委
託事業主から受理

4月中旬

・臨時労働者（パート・アルバイト）の賃金、賞与及び
諸手当（通勤手当等）の記入もれがないか委託事業主
に確認。

「 一 括 有 期 事 業 総 括
表」及び「一括有期事
業報告書」を委託事業
主 か ら 受 理 ※ 末 ４
（業種番号０２）及び
末５が対象。

・事業主が行方不明等で連絡が取れない事業場にも通知
書を送付すること。

「納入通知書」を委託
事業主に送付

5月中旬

・基幹番号ごとに作成。なお、メリット事業場について
は、基幹番号ごとに別にまとめて作成すること。

・「賃金等の報告」に基づき、枝番号順に作成。年度途
中の委託解除事業場分（概算訂正報告済分）も記載す
ること。

・総合計表を別葉で作成し、事務組合の名称・所在地・
代表者氏名・担当者氏名を記入のうえ、１枚目に編纂。

・組機様式を使用している事務組合は「申告書内訳総括
表」を必ず作成添付のこと。

・事業主が行方不明等となった場合については、P26の３
（１）イ（イ）参照のこと。

「申告書内訳」の作成

・5月下旬頃の締切までに翌年度１年間に必要な諸用紙を
調査し、期日までに報告すること（労働局に余部がな
いため、不足のないように期限までに報告すること）。
※変更がある場合は別途お知らせします。

・配付は翌年２～４月予定。

労働保険事務組合年度
更新等関係諸用紙所要
数調査の報告

5月下旬
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・基幹番号ごと及びメリット事業場分の枚数を確認。
・申告済概算保険料額が正しく印書されているか確認し、

相違があれば事務組合係に問い合わせること。

・「申告書内訳」に基づき、基幹番号ごとに作成（メ
リット事業場については個別に作成）すること。

・申告済概算保険料額が、「申告書内訳」（総合計表）
の申告済概算保険料と一致しているか確認。

「申告書」を受理
メリット事業場の「労
災 保 険 料 率 決 定 通 知
書」を受理
「申告書」の作成

6月上旬

・委託事業主から保険料等を受領し「労働保険料等領収
書」を交付すること（振込・口座振替であっても領収
書は要作成）。

・「労働保険料等領収書」の領収金額・年月日は、訂正
できないので書損の取扱いをすること。

・労働保険料等領収書綴は保険年度ごとに使用し、年度
当初に一連番号を付すこと。事務組合控は切り離さず
整理保管すること。

委託事業主から保険料
を受領

7月10日
迄

・７月１０日（注）までの期限を厳守。
・「申告書」・「申告書内訳」はセットで、労働局に提

出。
※控は提出せず、労働局用のみ提出すること。
※第一種特別加入者あり・常時使用労働者０人事業場
がある場合はP31「報告書」も一緒に提出すること。

・特別加入者の月割計算を行った場合は、「特別加入保
険料算定基礎額特例計算対象者内訳」を提出すること。

・すでにメリット適用となっている事業場を新規受託し
た場合は「労災保険率決定通知書」の写しを添付する
こと。

「申告書」・「申告書
内訳」の提出

・７月１０日（注）までの期限を厳守。
・第一種・第三種特別加入者は、「給付基礎日額変更申

請書」を提出するか、又は「申告書内訳」に変更及び
変更後の金額を表示して提出すること。

・第二種特別加入者は「給付基礎日額変更申請書」を提
出すること。

「給付基礎日額変更申
請書」の提出（事後申
請）

・７月１０日（注）までの期限を厳守。
・申告書から「領収済通知書（納付書）」を切り離し、

領収済通知書を用いて金融機関（日本銀行の本店・支
店・代理店又は歳入代理店に限ります）により保険料
等を納付。

・確定不足額、一般拠出金額及び第１期概算保険料額を
合算し、１枚の「領収済通知書」（納付書）で納付す
ること。

・「領収済通知書」（納付書）の金額欄は訂正できない
ので、金額誤記入の場合は新しい納付書を事務組合で
作成すること。（納付書の予備がない場合は労働局へ
連絡する）

保険料を「領収済通知
書」（納付書）により
納付

・保険料の還付金が生じた委託事業主に対しては、保険
料保管額の限度内で、速やかに保険料を還付し、領収
書（様式は任意）の交付を受けること。

委託事業主に対する保
険料の還付

7月10日
～

・確定不足、一般拠出金及び概算1期分の滞納事業場につ
いて７月１０日（注）現在分を作成し、労働局へ提出
すること。
※納期より１日でも遅れた場合は提出すること（納期

の翌日に全額納付した場合であっても、納期現在で
の提出が必要となる）。

「滞納事業場報告書」
の提出
※第5-4参照

7月下旬

24



25

２ 年度更新関係書類の提出について

※１ 納付書は申告書から切り離し、申告書のみ送付してください。
（口座振替を利用していない事務組合の場合、金融機関で保険料を納付す

る際に納付書が必要です。納付書は労働局に送付しないようお願いいたし
ます。）

※２ 申告書内訳の内容を電子化した場合はご提出ください。
※３ 対象者がいる場合のみご提出ください。
※４ 常時使用労働者が０人で、特別加入保険料がある場合はご提出ください。
※５ 末尾全体で清算した結果、還付金が発生する場合はご提出ください。

事業主控は提出せずに保管していただき労働局用のみ提出願います。



３ 年度更新関係書類の記載例及び留意事項

（１）継続事業について

ア 労働保険料等算定基礎賃金等の報告
（ア）「１ヵ月平均使用労働者数」「１ヵ月平均被保険者数」を計算した際、小数点

以下の端数があるときは、これを切り捨てた数となります。ただし、計算の結果
が１名未満の場合は、切り上げて１名としてください。

（イ）労災保険については、臨時労働者（パート・アルバイト）、日雇労働者等全て
の労働者が対象となります。

（ウ）出向者について、労災保険は出向先、雇用保険は出向元・出向先において、主
たる賃金を受けている事業場で加入となります。

（エ）派遣労働者は派遣元で加入となります。
（オ）⾧期休業者は労働者に算入します。
（カ）賞与、燃料手当、通勤手当等算入漏れがないか確認してください。
（キ）在宅勤務・テレワークにおける交通費について、労務提供地が自宅であって、

業務の必要上一時的に出社した場合の交通費は、実費弁済と認められ賃金に含み
ません。労務提供地が会社事務所等とされているため、出勤した場合の交通費は
原則として通勤手当となり、賃金に含みます。

（ク）新型コロナ関連の休業手当は、名称を問わず賃金総額に含みます。ただし、災
害見舞金等は含みません。

（ケ）事業場の名称・所在地、主たる事業等に変更がないか確認してください。変更
がある場合は「名称、所在地等変更届」の提出をお願いします。

イ 保険料・一般拠出金申告書内訳
（ア）母体団体については「赤枠で囲む」ようお願いします。
（イ）行方不明等で委託事業主と連絡が取れず、賃金等の報告を受理できない場合、

人数は０人・申告済概算保険料と同額で確定保険料の申告をしてください。その
場合は必ず「事業主行方不明のため同額確定」と記載願います。

また、一般拠出金は申告できませんので「事業主行方不明のため一般拠出金未
計算」と記載願います(賃金等の報告を受理次第、再確定訂正報告にて申告願い
ます。事業主には確定した金額で再度納入通知書を送付してください)。概算保
険料については、仮の額として、前年度の申告済概算保険料と同額で申告してく
ださい。その際、労働局に滞納事業場報告書の提出と事業主へ納入通知書の送付
が必要となります。

なお、委託解除を検討している場合は、事務組合係に連絡してください。
（ウ）年度途中に委託解除で概算訂正報告を行った事業場についても、次年度の年度

更新時の申告書内訳に記載し、確定保険料の申告を行う必要があります。一般拠
出金は概算減額訂正時に申告・納付済のため、確定時の申告書内訳には「一般拠
出金申告済」と記載願います（一般拠出金を年度更新で重複申告・納付しないよ

「令和８年度労働保険年度更新申告書の書き方(労働保険事務組合の皆様へ)」は５月
末頃に年度更新申告書等と一緒に送付いたします。

また、厚生労働省ホームページにも掲載されますが、内容の更新は５月頃となりま
す。

なお、年度更新関係様式については、労働局ホームページからダウンロードできま
す。（HP内で「事務組合 各種様式」と検索してください）
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うご注意ください)。
（エ）常時使用労働者数より被保険者数が多い場合・労災保険賃金総額より雇用保険

賃金総額が多い場合は、その理由を余白に記入願います。
例)「出向者あり」、「他番号（末○-枝○○○）で労災加入」等

（オ）「常時使用労働者数、被保険者数」は、報奨金にも影響しますので正確に記入
願います。

（カ）新規委託の場合、申告書内訳に「新規成立」「個別から移行」「委託換え」等
を、その年月日とともに明示願います。また、委託解除の場合も同様に明示願い
ます。
例）「Ｒ○○.４.１新規成立」「Ｒ○○.４.１委託換01.3.01.999999-001から」等

（キ）特別加入者が年度途中に加入・脱退した場合は、必ず「特別加入保険料算定基
礎額特例計算対象者内訳」を添付願います(非常に添付もれが多いです)。

（ク）申告書内訳で変更できるのは、前年度から加入している中小事業主等の特別加
入者の「給付基礎日額のみ」です。特別加入者の加入・脱退は各種届出が必要で
あり、業種や事業場名が変更になっている場合は「名称、所在地等変更届」の提
出が必要です。

（ケ）概算保険料０円、又は第一種特別加入者保険料のみの概算申告は認められませ
ん。

（コ）事務組合控は提出せずに保管してください。労働局から訂正指示があった箇所
については、控を必ず訂正し、次年度の年度更新時に同じ訂正指示を受けないよ
うにしてください。

（サ）組機様式を使用している場合は、各頁の最下行に頁小計を記載するようにして
ください。

（シ）申告書内訳の内容は、労働局でシステム入力しますので、確認しやすいフォン
トの大きさで作成してください。

ウ 保険料等申告書
（ア）申告済概算保険料額が、申告書内訳に記載した申告済概算保険料と相違してい

ないか確認してください。相違している場合は、事務組合係までご連絡くださ
い。

（イ）常時使用労働者数、雇用保険被保険者数を記載してください。
（ウ）法人番号は、事務組合として法人番号を取得している場合のみ記載してくださ

い。
（エ）申告書は申告書内訳と一緒に、労働局へ提出してください（申告書と領収済通

知書（納付書）は切り離して、領収済通知書（納付書）のみを金融機関（日本銀
行の本店・支店・代理店又は歳入代理店に限ります）へ提出し、労働保険料等を
納付してください）

（オ）事業主控は提出せずに保管してください。労働局から訂正指示があった箇所に
ついては控を必ず訂正してください。

（２）一括有期事業について
ア 建設事業
（ア）一括有期事業報告書について

一括有期事業報告書の作成に当たり、以下のa～eに注意して記入するほか、記
入した内容を工事請負契約書・注文書・請(負)書・工事見積(内訳)書等と照合す
るよう事業主に指導してください。
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ａ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に終了した元請工事
等であって、その概算保険料の額が１６０万円未満で、かつ、請負金額が
税抜１億８，０００万円未満であった工事（共同企業体による工事を除く）
を確認し記入してください。

また、一括された個々の事業については、その後、事業の規模の変更等
があった場合でも、あくまで当初の一括扱いとなり、新たに単独有期事業
として取り扱いません。

なお、当初、単独有期事業として保険関係が成立した事業は、その後
事業の規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象となりません。

ｂ 「報告書」は、事業の種類（保険率表による業種）毎に分けて作成して
ください。

ｃ 請負金額が５００万円未満の工事については、事業の種類ごとに「○○工
事外○○件」と、合算し記入しても差し支えありませんが、労働局から具体
的に工事内容を照会する場合がありますので全ての工事を把握してください。

ｄ 請負金額は消費税を除いた額とし、また、事業の期間・請負金額に変更が
あったものは、変更後のものを記入してください。

ｅ 小規模工事・追加工事等の算入もれがないよう正確に作成してください。
（イ）保険料・一般拠出金申告書内訳（組様式第６号甲）について

ａ 特別加入保険料については、「成立届」（変更があった場合は「名称、所
在地等変更届」）で届け出している、事業の種類（主たる事業の種類）の保
険料率により算定してください。主たる事業とは、当該事業場が元請にて行
う一括有期の範囲内の事業であり、かつ賃金総額の最も大きい事業の種類と
なります。また、確定年度の元請工事が一切なかった場合においても、主た
る事業の種類は、過去の元請工事の実績と事業の実態を踏まえて、元請工事
だけを想定した一括有期の範囲内の事業によることとななります。
【例】事業場全体では、下請工事の３５建築事業が８割で、元請工事（一括

有期）の３８既設建築物設備工事業が２割と少ない場合であっても、主
たる事業の種類は３８既設建築物設備工事業となります。

ｂ 常時使用労働者数については、報奨金の算定基準となりますので、年度に
おける１日平均使用労働者数を正確に記入してください。

また、一般保険料に係る確定保険料がある場合は、労災保険の対象となっ
た労働者数を算定しますので、自社に加え労災保険の対象となった他社の
下請負事業者の労働者も含めて算定してください。

なお、下請工事のみ（元請工事なし）で一般保険料に係る確定保険料が
０円でも、下請工事に使用した自社労働者がいる場合は、一括有期事業に使用
した労働者とみなして人数を記入してください。

イ 木材伐出業
一括有期事業報告書の作成に当たり、以下の（ア）～（ウ）に注意して記入す

るほか、記入した内容を立木売買契約書・野帳・雇入通知書（控）・労働者名
簿・出勤簿・賃金台帳等と照合するよう事業主に指導してください。

（ア）令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に終了した「木材伐出業

（小数点以下の端数は切り捨てますが１人未満の場合は１人とします。）

１日平均使用労働者数 ＝
年度中の延使用労働者数（臨時、日雇を含む）

年度中の所定労働日数
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」であって、その概算保険料の額が１６０万円未満で、かつ、素材の見込生産
量が１，０００立方メートル未満であった事業を確認し記入してください。

（イ）すべての労働者に対して支払われた保険料対象賃金を正確に把握し、諸手当
・賞与等についても算入もれがないように記入してください。

（ウ）木材伐出（立木の伐採、造材、集材若しくは運材及びこれらの付帯作業）の
作業現場ごとに区分して、素材の生産量（立方メートル）・延労働者数・支払
賃金総額（保険料対象賃金額）等を記入してください。

（３）特別加入関係について

ア 第一種特別加入者の保険料申告書内訳（特別加入者欄）について
（ア）氏名欄は「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」と突合し確認のうえ記入して

ください。
（イ） 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」により、第一種特別加入確定保険料が

あり常時使用労働者が０人の場合は、具体的な雇用計画（ハローワーク・広告媒
体への求人掲載、知人への紹介依頼等）により年間100日以上の雇用が見込まれ
るか確認してください。

確認した結果は、申告書、申告書内訳と一緒にP31「報告書」を提出してくだ
さい。

また、年間100日以上の雇用が見込まれない場合、P63（３）承認基準ウから
外れるため、特別加入脱退申請書による脱退の手続きが必要です。

なお、遡及脱退はできないため脱退日までの保険料を計算の上、計上してくだ
さい。

（ウ）承認を受けている特別加入者全員について氏名を記入し、継続、変更等が分か
るように表示をしてください。

（エ）特別加入者欄に氏名を書ききれない場合は必ず別紙を作成し添付してください。
（オ）給付基礎日額欄は、承認されている給付基礎日額を記入してください。

給付基礎日額の変更については事前申請期間として「３月２日から３月３１日
まで」の間に、「給付基礎日額変更申請書 (特様式第２号)」を労働局⾧に提出
する方法があります。

また、上記の方法以外に事後申請期間として年度更新期間「６月１日から７月
１０日（閉庁日の場合は翌開庁日）まで」の間に、「給付基礎日額変更申請書
(特様式第２号)」を労働局⾧あて提出する方法と、申告書内訳の区分欄に「変
更」と表示して、次年度の希望する給付基礎日額を記入する方法があります。

事後申請の場合、いずれの方法であっても年度更新期間中に提出がされないと
日額変更はできません。

なお、事後申請については、４月１日以降、事後申請の書類が労働局⾧に提出
されるまでの間に災害が発生していると変更は認められませんので、ご留意くだ
さい。

（カ）給付基礎日額については、「３，５００円から２５，０００円」の間で定めら
れており、「特別加入保険料算定基礎額月割早見表」（P33参照）に掲げている
給付基礎日額以外は認められないので注意してください。

（キ）特別加入保険料は、「保険料算定基礎額（給付基礎日額×３６５）×保険料率
（メリット対象事業場はメリット料率）」により計算してください。

末尾５の一括有期事業(建設業)に係る特別加入保険料は、「成立届」（変更が
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あった場合は「名称、所在地等変更届」）で登録されている事業の種類（建設業
として成立している保険関係の業種の最初の２桁「３●」）の保険料率を用いて
ください。

（ク）特別加入者の月割計算対象者がいる場合は、必ず「特別加入保険料算定基礎額
特例計算対象者内訳」を添付してください。

イ 第二種特別加入者保険料の申告について
（ア）給付基礎日額別に特別加入者数を集計した「特別加入保険料算定基礎額集計

表」及び「特別加入者名簿」を添付し申告してください。
（イ）給付基礎日額の変更を希望する場合は、事前申請期間の「３月２日から３月３

１日まで」若しくは、事後申請期間の年度更新期間「６月１日から７月１０日
（閉庁日の場合は翌開庁日）まで」に「給付日額変更申請書（特様式第２号）」
を、労働局⾧に提出してください。

※“年度更新時の申告書内訳への記入では変更はできません”が、それ以外の取扱い
は第一種特別加入者と同様です。

（ウ）特別加入者の月割計算対象者がいる場合は、必ず「特別加入保険料算定基礎額
特例計算対象者内訳」を提出してください。

（エ）第二種特別加入については、一人親方等の団体を適用事業、その代表を事業主
とみなし、その団体の構成員である一人親方等をその団体に使用される労働者と
みなして申告することとなります。申告額は、集計表をもとに円単位までの個々
の特別加入者の算定基礎額を合計した後、千円未満を切り捨てた額に保険料率を
乗じて算出する方法により算出します（個々の算定基礎額の千円未満を切り捨て
てから合計する方法ではありません）。

ウ 第三種特別加入者保険料の申告について
（ア）第３種特別加入保険料申告内訳名簿には、個々の特別加入者の派遣先国名や給

付基礎日額等を記入してください。
また、給付基礎日額の変更や特別加入を脱退した者がいる場合は併せて記入し

てください。
（イ）特別加入者の月割計算対象者がいる場合は、必ず「特別加入保険料算定基礎額

特例計算対象者内訳」を提出してください。
（ウ）第３種特別加入保険料申告内訳には、上記（ア）、（イ）を基に保険料算定基

礎額総計で保険料額を計算し記入してください。

エ「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」について
特別加入者が年度途中の変更（加入・脱退）によって、保険料算定の際に月割計

算を行った場合に提出が必要となります。作成については次の点に留意して「申告
書」・「申告書内訳」と併せて年度更新時に提出してください。

（ア）年度途中で新規に特別加入者となった者
当該申請に係る承認日の属する月から年度末までの月数

（イ）年度途中で特別加入者に該当しなくなった者
年度当初から脱退承認日又は異動日の属する月までの月数
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オ 報告書（第一種特別加入者のいる事業場に対する雇用実態の確認）記載例
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カ 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳記載例

※年度途中の加入・脱退がある場合は必ず作成・添付してください。

特別加入者が複数人いる場合の特別加入保険料計算方法
例： 枝９（保険料率13/1,000）

<正しい計算方法＞
個々の加入者の算定基礎額を円単位まで合計後、千円未満を切り捨てた額に保険料
率を乗じて算出。

608,334円＋425,834円＋304,168円＝1,338,336円
1,338千円×13/1,000＝17,394円

＜よくある誤り＞
個々の加入者の算定基礎額を千円未満切り捨てた額を合計した額に保険料率を乗じ
て算出。

608,000円＋425,000円＋304,000円＝1,337,000円
1,337千円×13/1,000＝17,381円

押印
不要

令和
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＝【保険料算定基礎額÷１２（小数点以下切り上げ）】×【加入月数】

※特別加入者が複数人いる場合、申告額は個々の加入者の算定基礎額を円単位まで合計した後、
千円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じて算出します。
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（４）メリット制適用事業場の申告方法等について
労災保険率は、事業主間の負担の公平を図るため、「事業の種類」ごとの災害率に

応じて定められていますが、事業の種類が同一であっても、作業工程、機械設備ある
いは作業環境の良否、災害防止努力等によって、個々の事業ごとの災害率にはかなり
の高低が認められます。

そこで、事業主の負担の具体的公平を図るとともに、事業主の災害防止努力を促進
するために、たとえ同業種の事業であっても、一定規模以上の事業については、個々
の事業の災害率の高低に応じて、労災保険率から非業務災害率（通勤災害に係る率）
を減じた率を４０％（立木の伐採の事業については３５％）の範囲内で増減させる制
度が設けられています。これが労災保険に係る「メリット制度」と呼ばれるものです。
ア 継続メリット制の要件

継続メリット制の適用を受ける事業は、以下に示す「事業の継続性」と「事業の
規模に関する要件を同時に満たしていることが必要です。

（ア）事業の継続性
連続する３保険年度中の最後の保険年度に属する３月３１日（以下「基準とな

る３月３１日」という。）現在において、労災保険に係る労働保険の保険関係が
成立した後３年以上経過していること。

（イ）事業の規模
ａ 基準となる３月３１日の属する保険年度から過去に遡って連続する３保険年

度中の各保険年度において、次のいずれかの要件を満たしていること。
（ａ）１００人以上の労働者を使用する事業であること。
（ｂ）２０人以上１００人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の

数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗
じて得た数が、０．４以上であること。つまり、

を満たす事業であること（非業務災害率は、平成２１年４月１日から
１，０００分の０．６）。

ｂ 有期事業の一括が行われている建設の事業及び立木の伐採の事業については、
確定保険料の額が４０万円以上である事業であること。

イ メリット制適用の保険率
メリット制の適用のある事業場については、労働保険料の年度更新申告書と併せ

て当該年度に係る「労災保険率決定通知書」を送付しています。
ウ 継続メリット制適用事業場の申告方法

継続メリット制が適用となった事業場は、一般の事業場とは別に管理することに
なりますので、「申告書」「申告書内訳」もそれぞれ一般の事業場とは別葉で作成
してください。「申告書」はメリット制適用事業場（枝番号）ごとに、「申告書内
訳」は末尾ごとにまとめて作成し、上部余白に「メリット適用分」と表示してくだ
さい。

（ア）新規メリット適用事業場
新規にメリット制が適用となった事業場については、年度当初に労働局から

文書にてお知らせしています。一元事業・二元事業とも、確定保険料は本体
（枝番号０００のこと）で処理し、概算保険料より「労災保険率決定通知書」
に記載された料率にて申告し、以後個別に管理することになります。

労働者数×（基準となる労災保険率－非業務災害率）≧0.4
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（イ）メリット制の非適用となる事業場
前年度はメリット制が適用されていた事業場で、今年度はメリット制の適用

要件を満たさなくなった場合についても、年度当初に労働局から文書にてお知
らせしています。

この場合は、確定保険料は個別で申告し、概算保険料から本体に戻して申告
及び納付をすることとなります。その際に確定保険料が申告済概算保険料を下
回る場合は、還付請求書を申告書と併せて提出し、概算保険料へ充当若しくは
還付することとなります。

エ 留意事項
（ア）すでにメリット制適用となっている事業場を新規受託した場合は、初めから個

別に管理を行い、当該事業場に送付されている「労災保険率決定通知書」により
労災保険率を把握することになります。

また、この場合、年度更新時にはその通知書の写しを「申告書」に添付してく
ださい。

（イ）メリット制適用の事業場が個別移行や委託換えとなる場合、メリット制適
用の労災保険率を把握できるよう「労災保険率決定通知書」の写しを当該事業場
へ配付してください。
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第３ 労働保険料等の訂正報告について
１ 訂正報告の種類
（１）確定保険料の訂正報告（記載例P40～44）

申告した確定保険料に誤りがあった場合、又は、遡及して確定保険料の算定をする
必要がある場合に報告します。（以下「再確定訂正報告」という。）

なお、保険関係成立届（事務処理委託届）を提出する前に雇用保険被保険者となる
べき者が失業していた場合は、再確定訂正報告をすることができません。該当する場
合は、事務組合係までご連絡ください。

（２）概算保険料の訂正報告（記載例P45～48）
次のア又はイに該当する場合に報告します。（以下「概算訂正報告」という。）

ア 概算増額訂正報告
（ア）年度更新手続き後に新規・委託替の事業場から委託を受けた場合
（イ）年度更新手続き後に個別加入している事業場から委託を受けた場合

※P38「５ 年度途中に個別加入事業場の委託を受けた場合について」参照
（ウ）賃金総額の見込額が当初申告額の２倍を超え、かつ、概算保険料の増加額が

１３万円以上となる場合
（ウ）の要件を満たさない変動については、概算増額訂正報告の対象外です。

翌年の年度更新時に確定保険料として処理してください。

イ 概算減額訂正報告
（ア）年度更新手続き後に委託解除があった場合
（イ）賃金総額の見込額が当初申告額の２分の１以下となり、かつ、納入困難等によ

り事業主が概算保険料の減額を必要とする場合
（イ）の要件を満たさない変動については、概算減額訂正報告の対象外です。

翌年の年度更新時に確定保険料として処理してください。

２ 訂正報告の提出書類及び提出先
（１）提出書類

ア 再確定訂正報告
（ア）保険料申告書
（イ）保険料申告書内訳（末尾２・８以外は一般拠出金内訳も必要です）
（ウ）保険料申告書内訳総括表（組機様式（コンピュータ様式）使用事務組合のみ）

※総括表を提出しない場合は、申告書内訳に事務組合名および事務組合代表者
名を記入してください。

（エ）労働保険料一般拠出金還付請求書（再確定減額訂正報告時のみ必要）
イ 概算訂正報告
（ア）保険料申告書
（イ）保険料申告書内訳（末尾２・８以外かつ委託解除の場合は、一般拠出金内訳も

必要です）
（ウ）保険料申告書内訳総括表（組機様式（コンピュータ様式）使用事務組合のみ）

※総括表を提出しない場合は、申告書内訳に事務組合名および事務組合代表者
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名を記入してください。

（２）提出先
北海道労働局総務部労働保険徴収課 事務組合係（全ての末尾分）

３ 訂正報告提出の際の留意事項

（１）再確定・概算訂正報告共通

ア 原則として、「事業主控」・「事務組合控」は提出しないようにしてください。
イ 書類作成にあたっては、当該事業主から「賃金等の報告」等の提出を求め、内容

を確認のうえ、作成してください。
ウ 異なる種類の訂正報告（増額訂正と減額訂正、概算訂正と再確定訂正、メリット

事業場分等）は、その種類ごと別々に作成してください。
なお、増額訂正と減額訂正を同時に提出する場合は、増額→減額の順番で保険料

等を計算してください。
エ 第二種特別加入（末尾８）の訂正報告については、上記の書類に加え、「第２種

特別加入 保険料算定基礎額集計表」及び「特別加入保険料算定基礎額特例計算対
象者内訳」並びに変更部分の「特別加入団体の特別加入者名簿」も併せて提出くだ
さい。

オ 末尾８についても、増額訂正と減額訂正は合算せず別々に作成し提出してくださ
い。

また、申告書には一人親方団体名ではなく事務組合名を記載してください。（ゴ
ム印可）

（２）概算訂正報告
ア 年度途中の廃止等による概算訂正報告は、申告済概算保険料の訂正処理のみであ

り、確定保険料の申告ではありませんので、年度更新時には確定保険料の申告が必
要です。

イ 委託解除による概算減額は事業主から「賃金等の報告」を受領し、確定した金額
を記載してください。（一般拠出金が発生→事務組合で納付書を作成し、速やかに
納付。記入例→P57）

４ 訂正報告の提出期限及び納付期限
（１）再確定訂正

速やかに申告・納付をしてください。なお、時効は２年です。
※時効完成日は年度更新の申告日・訂正内容によって異なるため、時効に係る可能

性がある場合は、必ず労働局に確認してください。
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（２）概算訂正報告

※各期日が土・日・祝日に当たる場合は、翌開庁日が提出・納付期限となります。

ア 一般拠出金については、２期又は３期納付分として送付される領収済通知書（納
付書）に記載されないので、別途作成し、概算訂正報告関係書類提出後、速やかに
納付してください。

イ 「とりまとめ期間」及び「提出期間」を厳守してください。「提出期間」を過ぎ
ると受理できませんので、次の提出期間に提出してください。

なお、３期の提出期間を徒過した場合は、年度更新時に確定保険料として処理し
てください。

ウ 一括で納付している場合は、原則、増額訂正報告のみとなります。この場合も
「とりまとめ期間」及び「提出期間」を厳守してください。

なお、領収済通知書（納付書）は送付されないため、別途作成し、概算訂正報告
関係書類提出後速やかに納付してください。

エ 破産が発生した場合には、提出期間に関係なく事務組合係に相談してください。
提出書類は随時伝達しますので、まずは事務組合係までご連絡ください。適正かつ
迅速に処理願います。

５ 年度途中に個別加入事業場の委託を受けた場合について
（１）委託時に第一種特別加入者の申請がない場合

概算増額訂正報告は必要ありません。当該年度の保険料の確定申告・納付までを個
別加入のときの労働保険番号で行い、翌年度の概算保険料から事務組合の労働保険番
号で申告・納付してください。

なお、事務組合において、個別加入分に係る手続きを行わない場合は、事業主に対
して翌年度の年度更新時に個別加入分の確定申告のみを行うよう指導してください。

（２）委託時に第一種特別加入者の申請がある場合
概算保険料申告書を提出済の個別事業主から第一種特別加入者の委託も併せて受け

た場合は、委託前までの個別加入分を確定精算し、委託後からの一般保険料及び特別
加入保険料ともに概算増額訂正報告を行ってください。

なお、事務組合において、個別加入分に係る手続きを行わない場合は、事業主に対
して確定精算を行うよう指導してください。
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増・減額分の
納付方法

概算訂正に
対応する期提出期間とりまとめ

期間

増額分を２分割する。減額分はP51～58を参
照。２・３期は増・減額した納付書が届く。２期・３期９月16日～

９月30日
年度更新後～

９月15日

増額分を３期に納付。減額分はP51～58を参
照。３期は増・減額した納付書が届く。３期12月14日～

12月28日
９月16日～

12月13日

年度更新時に確定保険料として処理12月14日～
３月31日
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※特定の基幹番号の末尾のみ委託時に第一種特別加入者の申請がある場合、当該末
尾のみ（２）の処理を行い、第一種特別加入者の申請がない他の末尾については
（１）の処理を行ってください。

※個別加入分に係る手続きについては、適用係（011-776-6165、011-776-6172、
011-738-5351）へお問い合わせください。



６ 再確定増額訂正報告について
（１）申告書記載例

令和○年度再確定増額訂正報告

訂正内容を朱書きで記入してください。

増額後の末尾全体の総額
を記入してください。

純増額を記入してください。
申告書「きりとり線」下の「領収済
通知書（納付書）」を作成し、手続
き後、速やかに納付してください。確 定

拠出金額

2,944,367
4,600

28,768

28,768 40 28,808

××× ×××× 011 ××× ○○○○

札幌市北区北○条西○丁目○－○

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

◎◎ 4 1 ○○ 3 31

3 5

4 0

１2 9 7 3

8 51 30 61

5 01 79 11
4 6

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0

○○ △△ ××
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（２）申告書内訳記載例（令和5年度、6年度再確定増額（末4・5・6））
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・

労
災

保
険

料
純

増
額

：
81

,
26
7－

70
,
35
5
＝

1
0
,
9
12

・
雇

用
保

険
料
純

増
額

：
1
16

,
55
9－

98
,
70
3
＝

1
7
,
8
56

・
純

増
額

合
計

：
1
97

,
82
6－

1
69

,
05
8
＝

2
8
,
7
68

・
一

般
拠

出
金
純

増
額

：
25
9－

21
9
＝
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※
よ

く
あ

る
誤

り
賃

金
総

額
の

純
増

分
に

料
率

を
か

け
て

計
算

し
て

い
る

。
賃
金
総
額
の
純
増
分
に
料
率
を
か
け
る
と
…

12
,9
51
千
円
－
10
,9
67
千
円

＝
1,
98
4千

円
（
純
増
額
分
の
労
災
保
険
料
賃
金
総
額
）

拠
出
金

1,
98
4千

円
×
0.
02
＝
39
.6
8

小
数
点
以
下
切
捨
で
増
額
分
が
39
円
と
な
り
、
正
し
く

計
算
し
た
場
合
（
純
増
額
４
０
円
）
と
１
円
差
額
が
生
じ

ま
す
。

訂
正

内
容

を
朱

書
き

で
記

入

⑰
～

⑲
欄

は
純

増
分

を
記

入

特
別

加
入

者
も

忘
れ

ず
に

記
入

(訂
正

が
無

い
場

合
も

記
入

の
こ

と
)

特
別

加
入

者
が

複
数

人
い

る
場

合
の

計
算

方
法

に
つ

い
て

は
、

P
29

を
参

照
し

正
し

く
計

算
し

て
く

だ
さ

い
。

ア
ル

バ
イ

ト
分

計
上

も
れ

増
額

理
由

を
記

入
③

欄
の

業
種

及
び

④
⑤

欄
の

人
数

は
必

ず
記

入
⑦

～
⑮

欄
は

訂
正

が
な

い
欄

も
含

め
、

訂
正

後
の

保
険

料
等

を
記

入

押
印

不
要

書
類

作
成

の
際

は
各

年
度

の
保

険
率

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い



７ 再確定減額訂正報告について
（１）申告書記載例

令和○年度再確定減額訂正報告

△51△32,760 △32,811

確 定

拠出金額

2,934,200
4,437

3 2 8 1 1

4 01 42 9 0

5 31 101

8 70 28 61
8 64 3

◎◎ 4 1 ○○ 3 31

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 訂正内容を朱書きで記入してください。

純減額を記入してください。
還付請求書を必ず提出してください。

減額後の末尾全体の総額
を記入してください。

××× ×××× 011 ××× ○○○○

札幌市北区北○条西○丁目○－○

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

○○ △△ ××

4

42



（２）申告書内訳記載例（令和5年度、6年度再確定減額（末4・5・6））
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令
和

〇
年

度
再

確
定

減
額

月
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

件
㉑

件 件 件

※
⑭

（
一

般
拠

出
金

算
定

に
係

る
賃

金
総

額
）
に

つ
い

て
は

、
⑦

（
労

災
保

険
に

係
る

賃
金

総
額

）
の

（
－

）
と

同
額

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
た

だ
し

、
平

成
1
9
年

3
月

3
1
日

以
前

に
成

立
し

た
一

括
有

期
事

業

に
つ

い
て

は
、

一
般

拠
出

金
算

定
対

象
と

は
な

り
ま

せ
ん

。

事
務

担
当

者
○

○
　

×
×

　
代

表
者

の
氏

名
会

長
　

○
○

　
○

○
氏

　
　

　
　

名

番
労

 働
 保

 険
事

務
組

合
の

労
 働

 局
 用

名
　

　
　

　
称

労
働

保
険

事
務

組
合

　
北

海
道

△
△

協
同

組
合

　
所

　
　

在
　

　
地

札
幌

市
北

区
北

○
条

西
○

丁
目

○
－

○

×
×

×
×

）

電
話

番
号

(
0

1
1

) 
- 

(
×

×
×

)
〇

〇
〇

〇

（
　

　
）

（
郵

便
番

号
×

×
×

-

計
B

件
計

Ⓔ
9

7
,2

4
0

1
2
.0

×
（
　

　
　

　
　

）
労

働
保

険
番

号
A

と
同

一
の

も
の

＝
計

Ⓖ
0

97
,2

4
0

円
円

＝

雇 用
4

9
3

0
0

0
△

 2
2

,6
8

0
△

 3
2

,7
6

0

労 災
B

件
Ⓒ

1
1
.0

×
（
　

　
　

　
　

）

乙甲

＝

2
9

,9
2

0
6

7
,3

2
0

A
件

Ⓓ

Ⓜ

件

Ⓗ
Ⓘ

Ⓙ

労
働

保
険

番
号

B

府
 県

所 掌
管

 轄
基

　
幹

　
番

　
号

0
1

3
2

（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

小
　

　
　

　
　

　
　

　
計

両 保
A

件
Ⓐ

Ⓑ
Ⓚ

Ⓛ

1
4

9
△

 1
0

,0
8

0

9
.0

×
（
　

　
　

　
　

）
Ⓕ

件

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

　
　

　
１
．

新
　

規
（
イ

）
（
一

）
両

　
保

（
一

）

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
１
．

新
　

規

　
３
．

変
　

更

　
４
．

脱
退

等

　
　

（
イ

）

（
ハ

）

両
　

保
（
一

）
（
一

）

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）
（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

　
２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

　
１
．

新
　

規

労
　

災
（
特

）
（
特

）

　
　

（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

両
　

保
（
一

）
（
一

）
（
イ

）

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

　
　

　
１
．

新
　

規
（
イ

）
（
一

）
両

　
保

（
一

）

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
１
．

新
　

規

　
３
．

変
　

更

　
４
．

脱
退

等

　
　

（
イ

）

（
ハ

）

両
　

保
（
一

）
（
一

）

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）
（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

　
２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

　
１
．

新
　

規

労
　

災
（
特

）
（
特

）

　
　

（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

両
　

保
（
一

）
（
一

）
（
イ

）

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

　
　

　
１
．

新
　

規
（
イ

）
（
一

）
両

　
保

（
一

）

労
　

災
（
特

）
（
特

）
　

２
．

継
　

続

　
１
．

新
　

規

　
３
．

変
　

更

　
４
．

脱
退

等

　
　

（
イ

）

（
ハ

）

両
　

保
（
一

）
（
一

）

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）

　
４
．

脱
退

等

　
２
．

継
　

続

　
３
．

変
　

更

　
１
．

新
　

規

労
　

災
（
特

）
（
特

）

　
　

両
　

保

（
　

　
）

雇
　

用

（
一

）
（
一

）
（
イ

）

（
計

）
（
ハ

）

△
 2

2
,6

8
0

　
３

．
変

　
更

（
　

　
）

雇
　

用
（
計

）
（
ハ

）
　

４
．

脱
退

等

2
9

,9
2

0
7

,4
8

0

2
労

　
災

（
特

）
（
特

）
円

円
　

２
．

継
　

続

0
△

 3
2

,7
6

0

　
１

．
新

　
規

1
0
0
0分

の
9

.0
円

円
円

2
7

,4
8

0

4
.0

2
9

,9
2

0
7

,4
8

0

円
千

円
円

円

1
00

0
分

の
4

.0

7
,4

8
0

1
4

9

円

（
イ

）
千

円
1
0
0
0

分
の

円
円

9
.0

6
7

,3
2

0
9

7
,2

4
0

0
△

 1
0

,0
8

0

人

両
　

保
（
一

）
千

円
1
0

0
0
分

の

（
一

）

0
0

7
G

社
5

8
0

1

度
か

ら
の

給
付

基
礎

日
額

被
保

険
者

1
5
人

以
下

1
6
人

以
上

基
礎

日
額

雇
用

保
険

率

一
般

保
険

料

（
⑩

の
（
ハ

）
×

⑪
）

合
計

額
（
⑨

＋
⑫

）
賃

金
総

額
（
 ※

 ）

一
般

拠
出

金
額

（
⑭

×

/
1
0
0
0
）

一
般

保
険

料

第
１

種
特

別

加
入

保
険

料

適
用

月
数

⑤
令

和
３

年
令

和
年

賃
金

総
額

労
災

保
険 率

保
険

料
（
⑦

×
⑧

）
賃

金
総

額

雇
用

保
険

合
　

　
　

　
計

（
 ⑰

 +
 ⑱

 ）
氏

　
　

　
　

　
名

適
用

月
数

区
分

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

保
　

険
　

料
第

一
種

特
別

加
入

を
含

む

一
般

保
険

料
 

度
の

給
付

申
告

済
概

算
保

険
料

⑰
⑱

⑲

（
規

模
区

分
別

）
⑭

⑮
労

災
保

険

⑳

　
　

　
第

　
 一

　
 種

　
 特

　
 別

　
 加

　
 入

　
 者

労
働

保
険

番
号

の
枝

番
号

事
業

場
の

名
称

業
　

　
種

常
　

時

使
　

用

労
働

者

保
　

険

関
　

係

区
　

分

労
　

災
　

保
　

険
雇

　
用

　
保

　
険

⑬

⑯
令

和
年

度
概

算
保

険
料

①
②

③
④

⑥
令

和
〇

年
度

確
定

保
険

料
 ・

 令
和

　
年

度
概

算
保

険
料

（
増

額
・
減

額
）
・
一

般
拠

出
金

確
定

保
険

料
一

般
拠

出
金

1
枚

の
う

ち
1

枚
目

令
和

年
度

概
算

0

令
和

〇
年

度
確

定
保

 険
 料

 ・
 一

 般
 拠

 出
 金

 申
 告

 書
 内

 訳
4

9
3

0
0

0

組
様

式
第

６
号

（
甲

）

労
働

保
険

番
号

A

府
県

所 掌
管

轄
基

　
幹

　
番

　
号

0
1

3
2

押
印

不
要

訂
正

内
容

を
朱

書
き

で
記

入

⑰
～

⑲
欄

は
純

減
分

を
記

入

特
別

加
入

者
も

忘
れ

ず
に

記
入

(訂
正

が
無

い
場

合
も

記
入

の
こ

と
)

特
別

加
入

者
が

複
数

人
い

る
場

合
の

計
算

方
法

に
つ

い
て

は
、

P
29

を
参

照
し

正
し

く
計

算
し

て
く

だ
さ

い
。

減
額

理
由

を
記

入
③

欄
の

業
種

及
び

④
⑤

欄
の

人
数

は
必

ず
記

入
⑦

～
⑮

欄
は

訂
正

が
な

い
欄

も
含

め
、

訂
正

後
の

保
険

料
等

を
記

入

押
印

不
要

【
例

】
純

減
額

の
計

算
方

法
(
労

災
・

雇
用

保
険

の
賃

金
総

額
：

1
0
,
0
0
0千

円
→
7
,
48

0千
円

)
①

訂
正

前
保

険
料

・
労

災
保

険
：

1
0
,
00

0千
円

×
（

4
.
0
 
／

1
00

0）
＝

4
0
,0

0
0

・
雇

用
保

険
：

1
0
,
00

0千
円

×
（

9
.
0
 
／

1
00

0）
＝

9
0
,0

0
0

・
一

般
拠

出
金

：
1
0
,
00

0千
円

×
（

0
.
0
2
／

1
00

0）
＝

2
0
0

②
訂

正
後

保
険

料

・
労

災
保

険
：

7
,
48

0千
円

×
（

4
.
0
 
／

1
00

0）
＝

2
9
,9

2
0

・
雇

用
保

険
：

7
,
48

0千
円

×
（

9
.
0
 
／

1
00

0）
＝

6
7
,3

2
0

・
一

般
拠

出
金

：
7
,
48

0千
円

×
（

0
.
0
2
／

1
00

0）
＝

1
4
9

③
純

減
額

（
＝

②
－

①
）

を
求

め
る
。

※
よ

く
あ

る
誤

り
賃

金
総

額
の

純
減

分
に

料
率

を
か

け
て

計
算

さ
れ

て
い

る
。

賃
金
総
額
の
純
減
分
に
料
率
を
か
け
る
と
…

10
,0
00
千
円
－
7,
48
0千

円
＝
25
20
,千
円
（
純
増
額
分
の
労
災
保
険
料
賃
金
総
額
）

拠
出
金

2,
52
0千

円
×
0.
02
＝
50
.4

小
数
点
以
下
切
捨
で
増
額
分
が
50
円
と
な
り
、
正
し
く

計
算
し
た
場
合
（
純
減
額
51
円
）
と
１
円
差
額
が
生
じ

ま
す
。

同
居

の
親

族
分

が
誤

計
上

さ
れ

て
い

た
た

め

書
類

作
成

の
際

は
各

年
度

の
保

険
率

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い



（３）還付請求書記載例

再確定減額の際は必ず提出してください

事務組合の口座を記入して
ください。
（事業主に直接還付するも
のではありません）

○○銀行

△△△支店

1 0 0 0 

労働保険事務組合北海道△△協同組合会長 ○○ ○○

ﾛｳﾄﾞｳﾎｹﾝｼﾞﾑｸﾐｱｲ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ△△ｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ ｶｲﾁｮｳ ○○ ○○

末尾全体の総額の差額が還付金
(充当金)となります。

口座名義人は省略せずに、フリガナも記入し
てください。

充当先事業の労働保険番号、種別、期別及び充当額を記載してください。
ただし、充当先は同じ事業場となります。

押印
不要

労働保険事務組合 北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○

札幌市北区北○条西○丁目○―○
××× ×××× ０１１ ××× ○○○○

0 0 ２０，０００

令和○○ △△ ××

北海道

○○
2期

4 2 0 0

4 4 0

3 2 7 6 0

0 0

0

1 2 7 6 0

4 4 3 7

4 3 8 6

5 1

0

0

5 1

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0

全額充当の場合は①欄
の記載は不要です。

1 2 30

2 9 3

2 9 0 1

2 0 0

0 0 00 00 1 3 2 4 9 3
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・

８ 概算増額訂正報告について
（１）申告書記載例

概算増額訂正報告

訂正内容を朱書きで記入してください。

4 1 □□ 3 31○○

増額後の末尾全体の総額を記入してください。

増額前の総額を記入してください。

提出時期に注意して
期別ごとの純増額を
記入してください。

304,935

1,053,323

152,468

152,467

０１１ ××× ○○○○××× ××××

札幌市北区北○条西○丁目○-○

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

8528531

338254
524509

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0

純増額を記入してください。

○○ △△ ××

） ）
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（２）申告書内訳記載例
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⑦
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年
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つ
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訂
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後
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保
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増
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と
年
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～
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は
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増
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別
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入
者

も
忘
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入
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は
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続
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は
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了
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ま
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は
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す
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し
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承
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け
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別
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係
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類
チ

ェ
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ク
リ

ス
ト

(Ｐ
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照

令
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○
○

年
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月
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日
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規
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更
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概
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訂
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し
た

場
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は
、

訂
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後
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概
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保
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額
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⑰
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⑲
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記
入

書
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作
成

の
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は
各

年
度

の
保

険
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を
確

認
し

て
く

だ
さ
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・

９ 概算減額訂正報告について
（１）申告書記載例

概算減額訂正報告

訂正内容を朱書きで記入してください。

4 1 □□ 3 31○○

減額後の末尾全体の総額を記入してください。

減額前の総額を記入してください。

提出時期に注意して
期別ごとの純減額を
記入してください。

1,038,679

△647,865

△221,506

△426,359

０１１ ××× ○○○○××× ××××

札幌市北区北○条西○丁目○-○

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

418093

547701

960382

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0

純減額を記入してください。

236

一般拠出金の額を記入し、納付してください。

○○ △△ ××

） ）
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料
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般
拠
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保

険
料
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⑱

⑲

（
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⑮
労

災
保

険
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⑤
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労
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⑦
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⑧
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額

雇
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保
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計
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 ⑱
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名

適
用

月
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区
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⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

保
　

険
　

料
第

一
種

特
別

加
入

を
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む

一
般

保
険
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度
の

給
付

度
か
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給
付

基
礎

日
額

被
保

険
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⑩
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⑪
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⑨

＋
⑫
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⑭
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0
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0
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0
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．
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．
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．
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Ⓜ
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Ⓑ
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Ⓔ
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）

両
　

保
（
一

）
（
一

）

（　
　

）
雇

　
用

3
0

0
0

0

円

0
1

3
2

4
9

労 災
B

件
Ⓒ

△
 5

1
7

,1
6

1
△

 6
4

7
,8

6
5

労
働

保
険

番
号

B

1
2
.0

×
（
　

　
　

　
　

）
労

働
保

険
番

号
A

と
同

一
の

も
の

＝
計

Ⓖ
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Ⓓ
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働
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険
事

務
組
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北
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道
△

△
協

同
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地
札

幌
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北
区

北
○

条
西

○
丁

目
○

－
○×

×
×

-
×

×
×

×
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話

番
号

(
0

1
1
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-
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×
×

×
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（
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便
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1
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0
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の
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5
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1
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5
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担
当
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○

○
　

×
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代

表
者

の
氏

名
会

長
　

○
○

　
○

○
氏

　
　

　
　

名

〇
〇

〇
〇

番

府
 県

所 掌
管

 轄

　

　
２
．

継
　

続

　

押
印

不
要

訂
正

内
容

を
朱

書
き

で
記

入

押
印

不
要

特
別

加
入

者
も

忘
れ

ず
に

記
入

⑰
～

⑲
の

小
計

欄
を

記
入

賃
金

総
額

の
見

込
額

が
当

初
申

告
額

の
２

分
の

１
以

下
と

な
り

、
か

つ
、

納
入

困
難

等
に

よ
り

事
業

主
が

概
算

保
険

料
の

減
額

を
必

要
と

す
る

た
め

令
和

○
○

年
△

月
×

×
日

事
業

廃
止

に
よ

る

委
託

解
除

の
た

め

減
額

理
由

と
年

月
日

を
必

ず
記

入

委
託

解
除

に
よ

る
概

算
減

額
訂

正
の

場
合

は
、

人
数

、
確

定
額

を

正
確

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
拠

出
金

も
忘

れ
ず

に
計

算
し

て
く
だ

さ
い

。

⑰
～

⑲
欄

は

純
減

額
を

記
入

年
度

更
新

時
に

申
告

し
た

概
算

保
険

料
額

（
2
期

で
概

算
訂

正
し

た
場

合
は

、
訂

正
後

の
概

算
保

険
料

額
）
を

記
入

③
・

⑦
～

⑬
・

⑳
欄

は
訂

正
が

な
い

欄
も

含
め

、
訂

正
後

の
保

険
料

等
を

記
入

【
例

】
期

別
純

減
額

の
計

算
方

法
（
2
期

訂
正

報
告

期
間

に
提

出
、

滞
納

な
し

の
場

合
）

【
Ｌ

社
の

各
期

別
保

険
料

】

・
申

告
済

概
算

保
険

料
：
9
2
5
,0

0
0
円

（
労

災
：
1
5
0
,0

0
0
円

雇
用

：
7
7
5
,0

0
0
円

）

→
第

１
期

：
3
0
8
,3

3
4
円

、
第

２
期

：
3
0
8
,3

3
3
円

、
第

３
期

：
3
0
8
,3

3
3
円

【
M

社
の

各
期

別
保

険
料

】
・
申

告
済

概
算

保
険

料
：
3
5
4
,0

8
0
円

（
労

災
：
1
0
6
,0

8
0
円

雇
用

：
2
4
8
,0

0
0
円

）
→

第
１

期
：
1
1
8
,0

2
8
円

、
第

２
期

：
1
1
8
,0

2
6
円

、
第

３
期

：
1
1
8
,0

2
6
円

※
こ

の
場

合
は

、
第

３
期

か
ら

順
に

減
額

し
ま

す
。

・
第

３
期

保
険

料
：
Ｌ

社
0
円

（
減

額
：
3
0
8
,3

3
3
円

）
Ｍ

社
0
円

（
減

額
：
1
1
8
,0

2
6
円

）
・
第

２
期

保
険

料
：
Ｌ

社
1
3
5
,6

6
6
円

（
減

額
：
1
7
2
,6

6
7
円

）
Ｍ

社
6
9
,1

8
7
円

（
減

額
：

4
8
,8

3
9
円

）
・
第

１
期

保
険

料
：
Ｌ

社
3
0
8
,3

3
4
円

（
納

付
済

の
た

め
減

額
不

可
） Ｍ

社
1
1
8
,0

28
円

（
納

付
済

の
た

め
減

額
不

可
）

※
事

務
組

合
全

体
の

純
減

額
を

計
算

・
Ｌ

社
、

Ｍ
社

の
純

減
額

合
計

（
第

３
期

）
：
△

3
0
8
,3

3
3
＋

△
1
1
8
,0

2
6
＝

△
4
2
6
,3

5
9

・
Ｌ

社
、

Ｍ
社

の
純

減
額

合
計

（
第

２
期

）
：
△

1
7
2
,6

6
7
＋

△
4
8
,8

3
9
＝

△
2
2
1
,5

0
6

※
訂

正
報

告
提

出
時

期
と

滞
納

の
有

無
に

よ
っ

て
、

期
別

納
付

額
が

異
な

り
ま

す
。

（
P

5
0
～

5
7
参

照
）

書
類

作
成

の
際

は
各

年
度

の
保

険
率

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い

（２）申告書内訳記載例
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（３）減額金額について
ア 滞納のない事業場を委託解除する場合
（ア）２期（訂正報告期間：9月16日～30日、閉庁日の場合は翌開庁日）に提出する場合

ａ 既納付額が確定保険料を下回る場合

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

納付する¥220

¥920,000 概3期徴定額 ¥900,000

委託事業場より徴収した一般拠出金

（納付書の額） （納付書の額）

¥1,000,000 概3期徴定額

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額

納付済

納付済

¥1,000,000

事

務

組

合

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額

¥3,000,000 減額金額

¥80,000 3期 ¥100,000

一般拠出金 ¥220

¥220 徴収する一般拠出金を委託事業場から

¥180,000

¥0 2期

申告済概算保険料

¥100,000¥100,000 概3期徴定額

¥20,000 概3期徴定額 ¥0

¥100,000 概2期徴定額

納付済

概2期徴定額

2期 ¥80,000 3期 ¥100,000

¥220

委

託

事

業

場

概1期徴定額

納付済

概1期徴定額 ¥100,000

【委託事業場】

【事務組合】

¥180,000

確定保険料 ¥120,000 ¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額

一般拠出金

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000
△180,000

220

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××

△80,000

△100,000

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。
また、一般拠出金は事業場から徴取し、概算減額訂正報告時に納付します。
（P57参照）
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ｂ 既納付額が確定保険料を上回り、還付が発生する場合
事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。１期は納付

済であるため、２期に上乗せして減額します。
また、事業場との関係では還付金が発生しているので、保険料還付金額から

一般拠出金を除いた額を事務組合保管額から還付します。
なお、一般拠出金は、概算減額訂正報告時に納付します。（P57参照）

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

減額の内訳

①概３期\100,000減額

②概２期\100,000減額

③滞納無いため、\20,000

概２期から減額

納付する

（納付書の額） （納付書の額）

¥200

委

託

事

業

場

¥200

減額金額 ¥220,000

　保険料還付金額から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥19,800 委託事業場に還付

3期

一般拠出金

納付済

納付済

概1期徴定額

一般拠出金

納付済

¥100,000

【委託事業場】

確定保険料 ¥80,000 ¥0

申告済概算保険料

2期 ¥100,000

¥300,000

¥100,000¥100,000 概3期徴定額

¥0 概3期徴定額 ¥0

申告済概算保険料 ¥3,000,000 減額金額

【事務組合】

　委託事業場への還付金から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥200

¥1,000,000 概2期徴定額 ¥880,000

納付済

　＋還付 ¥20,000

¥100,000 概2期徴定額

概2期徴定額

概1期徴定額

¥100,000

¥1,000,000 概3期徴定額

概1期徴定額

¥220,000

¥0 2期 ¥120,000

概3期徴定額

¥1,000,000

¥900,000

3期 ¥100,000

事

務

組

合

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000
△220,000

200

△100,000

△120,000

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

50



（イ）３期（訂正報告期間：12月14日～28日、閉庁日の場合は翌開庁日）に提出する場合

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000

260

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××△80,000

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

ａ 既納付額が確定保険料を下回る場合
１期、２期ともに納付済であるため、３期で全額減額をします。
また、一般拠出金は事業場から徴収し、概算減額訂正報告時に納付します。

（P57参照）

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

納付する

一般拠出金

納付済

納付済

¥100,000

¥260

委

託

事

業

場

概1期徴定額

概1期徴定額

【委託事業場】

確定保険料 ¥220,000 ¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額 ¥80,000

2期

¥100,000 概2期徴定額

概2期徴定額

¥100,000¥100,000 概3期徴定額

¥100,000 概3期徴定額 ¥20,000

納付済

¥0 3期 ¥80,000

¥920,000¥1,000,000

¥260 徴収する

【事務組合】

申告済概算保険料 ¥3,000,000

一般拠出金 ¥260

納付済

¥1,000,000 概2期徴定額

一般拠出金を委託事業場から

概3期徴定額

概1期徴定額

¥80,000

¥0 2期 ¥0

概3期徴定額

減額金額

¥1,000,000

3期 ¥80,000

事

務

組

合

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額 ¥1,000,000

¥260委託事業場から徴収した一般拠出金

納付済 納付済

納付済納付済

（納付書の額）

△80,000
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ｂ 既納付額が確定保険料を上回り、還付が発生する場合
１期及び２期は納付済であるため、３期で全額減額します。
また、事業場との関係では還付金が発生しているので、保険料還付金額から

一般拠出金を除いた額を事務組合保管額から還付します。
なお、一般拠出金は、概算減額訂正報告時に納付します。（P57参照）

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000
△120,000

240

△120,000
札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

減額の内訳

①概３期\100,000減額

②滞納無いため、納付済みの

概２期からは減額せず概３期

で\20,000減額

納付する

一般拠出金

納付済

納付済

¥100,000

¥240

委

託

事

業

場

概1期徴定額

概1期徴定額

【委託事業場】

確定保険料 ¥180,000 ¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額 ¥120,000

2期

¥100,000¥100,000 概3期徴定額¥100,000

¥0

納付済

¥0

概2期徴定額

　＋還付 ¥20,000

3期 ¥100,000

一般拠出金 ¥240

　保険料還付金額から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥19,760 委託事業場に還付

【事務組合】

申告済概算保険料 ¥3,000,000 減額金額

概2期徴定額

概3期徴定額

¥0

¥100,000 概3期徴定額

納付済

納付済

3期 ¥120,000

事

務

組

合

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額 ¥1,000,000

概3期徴定額

　委託事業場への還付金から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥240

納付済 納付済

概1期徴定額

（納付書の額）

¥120,000

¥0 2期

¥1,000,000

¥880,000¥1,000,000 概2期徴定額 ¥1,000,000

納付済
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（ うち1期 )

減額処理後

・概１期滞納\20,000

・概２期\20,000

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

納付する

滞納

納付済

減額金額

滞納

【事務組合】

概2期徴定額

¥220

滞納

一般拠出金

申告済概算保険料 ¥3,000,000

一般拠出金を委託事業場から

¥100,000

事

務

組

合

概1期徴定額

3期 ¥100,000

¥220 徴収する

委託事業場から徴収した一般拠出金 ¥220

概2期徴定額

2期

¥180,000

¥100,000¥100,000 概3期徴定額

¥20,000 概3期徴定額 ¥0

¥20,000

¥100,000 概2期徴定額

¥80,000

納付済 ¥80,000

【委託事業場】

確定保険料 ¥120,000 ¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額 ¥180,000

一般拠出金

¥100,000

¥20,000

¥220

委

託

事

業

場

概1期徴定額

概1期徴定額

概算1期滞納

¥80,000

滞納 ¥20,000

納付済

¥0 2期 ¥80,000 3期

概算1期滞納 ¥20,000 ¥980,000納付済

概3期徴定額 ¥900,000

¥20,000

概1期徴定額 ¥1,000,000

（納付書の額） （納付書の額）

¥20,000

¥980,000

¥920,000

¥1,000,000¥1,000,000 概2期徴定額 ¥1,000,000 概3期徴定額

イ 滞納がある事業場を委託解除する場合
（ア）２期（訂正報告期間：9月16日～30日、閉庁日の場合は翌開庁日）に提出する場合

ａ 既納付額が確定保険料を下回る場合

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000
△180,000

220

札幌市北区北○条西○丁目○-○
××× ×××× 011 ○○○○×××

△80,000

△100,000

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。
また、一般拠出金は事業場から徴収し、概算減額訂正報告時に納付します。
（P57参照）
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ｂ 既納付額が確定保険料を上回り、還付が発生する場合
事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。２期の徴定

額まで減額し更に残額がある場合、１期の滞納額を上限として減額します。
また、事業場との関係では還付金が発生しているので、保険料還付金額から

一般拠出金を除いた額を事務組合保管額から還付します。
なお、一般拠出金は、概算減額訂正報告時に納付します。（P57参照）
概算１期滞納が減額訂正により消滅したので、納入事業場報告書を提出します。

（P86参照）

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～
3,000,000
△240,000

200

△120,000

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

減額の内訳

①概３期\100,000

②概２期\100,000

③概１期滞納分\20,000

④概１期滞納分を減額後、まだ

減額される額が残っているため

概２期で\20,000減額

※滞納が解消された金額分の「納入事業場報告」を提出する。 納付する

納付済

納付済

滞納

納付済

滞納

事務組合保管額から

概3期徴定額

概3期徴定額

滞納

委託事業場に還付

¥200

¥20,000

¥880,000

¥980,000

3期 ¥100,000

¥1,000,000

　委託事業場への還付金から一般拠出金に充当処理し

2期 ¥120,000

¥1,000,000概2期徴定額

概2期徴定額

概2期徴定額

¥20,000

一般拠出金 ¥200

【事務組合】

概3期徴定額 ¥0

¥240,000

　保険料還付金額から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥19,800

¥100,000

概2期徴定額

　＋還付 ¥20,000

3期

申告済概算保険料 ¥3,000,000 減額金額

¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額 ¥240,000

¥100,000

¥100,000¥100,000 概3期徴定額¥100,000

2期

¥80,000

¥80,000

概1期徴定額

概1期徴定額

概算1期滞納

【委託事業場】

確定保険料 ¥60,000

¥20,000

¥20,000

概1期徴定額 ¥1,000,000

概1期徴定額 ¥980,000

滞納

一般拠出金

¥80,000

¥20,000

¥200

委

託

事

業

場

（納付書の額） （納付書の額）

¥20,000

¥20,000

¥900,000

概算1期滞納 ¥20,000 ¥980,000納付済

事

務

組

合

△100,000

△20,000
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（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

納付する

概算1期滞納 ¥20,000 ¥980,000

納付済

事

務

組

合

概3期徴定額

¥20,000

納付済

滞納

概1期徴定額 ¥1,000,000

¥900,000

¥100,000

¥900,000

概3期徴定額 ¥920,000

（納付書の額）

¥1,000,000 概2期徴定額

¥0 2期

一般拠出金を委託事業場から

¥0 3期 ¥80,000

¥1,000,000

¥80,000

一般拠出金

¥100,000

¥20,000

¥260

委

託

事

業

場

概算1期滞納

¥80,000

概算2期滞納

¥80,000

概1期徴定額

【委託事業場】

確定保険料 ¥220,000 ¥0

申告済概算保険料

¥20,000

¥0

¥100,000

¥20,000

概2期徴定額

¥100,000 概2期徴定額

¥300,000 減額金額 ¥80,000

2期

概1期徴定額

¥1,000,000 概2期徴定額

滞納

納付済納付済

¥100,000

納付済

滞納¥20,000

減額金額

¥100,000

¥0

【事務組合】

¥260 徴収する

滞納 ¥100,000

¥3,000,000申告済概算保険料

¥100,000

¥0

概3期徴定額

¥100,000 概3期徴定額

3期 ¥80,000

納付済

滞納

¥100,000

一般拠出金

概1期徴定額

滞納

納付済

滞納

¥260

納付済

滞納

委託事業場から徴収した一般拠出金

概算2期滞納 ¥100,000

¥260

¥1,000,000

¥20,000

¥980,000

（イ）３期（訂正報告期間12月14日～28日、閉庁日の場合は翌開庁日）に提出する場合

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～

3,000,000

260

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××△80,000

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○ 押印
不要

ａ 既納付額が確定保険料を下回る場合
事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。
また、一般拠出金は委託事業場から徴収し、概算減額訂正報告時に納付します。

（P57参照）

△80,000
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ｂ 既納付額が確定保険料を上回り、還付が発生する場合
事業場の期別納付額を限度として３期から順に減額していきます。２期は滞納

額を上限として減額し、３期で残りの金額を上乗せして減額します。
また、事業場との関係では還付金が発生しているので、保険料還付金額から

一般拠出金を除いた額を事務組合保管額から還付します。
なお、一般拠出金は、概算減額訂正報告時に納付します。（P57参照）
概算２期滞納が減額訂正により消滅したので、納入事業場報告書を提出します。

（P86参照）

～上記の場合における申告書期別納付額記載例～
3,000,000
△120,000

240

札幌市北区北○条西○丁目○-○

××× ×××× 011 ○○○○×××

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○
押印
不要

△110,000

（ うち1期 )

（ うち1期 )

　(委託解除事業場にかかる分）

減額の内訳

①概３期\100,000

②概２期滞納分\10,000

③滞納解消後の残額\10,000

概３期で減額

※滞納が解消された金額分の

「納入事業場報告」を提出する。

納付する

¥10,000

　委託事業場への還付金から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥240

滞納

¥990,000

滞納

概3期徴定額 ¥890,000

¥990,000納付済 納付済 （納付書の額）

概算2期滞納 ¥10,000 ¥990,000納付済 納付済

事

務

組

合

概1期徴定額

概1期徴定額 ¥1,000,000 概2期徴定額

¥1,000,000 概3期徴定額 ¥1,000,000

¥10,000

¥1,000,000 概2期徴定額

¥10,000

納付済

滞納

¥10,000 3期 ¥110,000¥0 2期

¥120,000

　保険料還付金額から一般拠出金に充当処理し

事務組合保管額から ¥9,760 委託事業場に還付

一般拠出金 ¥240

【事務組合】

申告済概算保険料 ¥3,000,000 減額金額

¥90,000 概3期徴定額 ¥0概2期徴定額

¥90,000

¥10,000

納付済

滞納

¥10,000

概2期徴定額

　＋還付

3期 ¥100,000

¥10,000

¥10,000

¥100,000¥100,000 概3期徴定額¥100,000

¥90,000

【委託事業場】

確定保険料 ¥180,000 ¥0

申告済概算保険料 ¥300,000 減額金額 ¥120,000

2期

一般拠出金

納付済

納付済

¥100,000

¥240

委

託

事

業

場

概1期徴定額

概1期徴定額

概算2期滞納

△10,000
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（４）「概算減額訂正報告」時における一般拠出金の納付書記載例

0 1 3 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0

0Y

Y 2 3 6

2 3 6Y
札幌市北区北○条西○丁目○-○

×××－××××

労働保険事務組合北海道△△協同組合

会長 ○○ ○○

概算減額分 枝007~100円・枝080~136円

一般拠出金の額を記入します。

￥はYとしてください。

両端下部（斜線部分）を少し空け、一般拠出金を
納付する事業場の枝番号を記入してください。
(枝番号が複数ある場合は金額もそれぞれ記入)

概算減額訂正報告時に申告した一般拠出金については、２期又は３期納付分として送付され
る領収済通知書（納付書）に記載されないので、別途作成し、概算訂正報告関係書類提出後速
やかに納付してください。

※金額欄以外は訂正可能です。訂正箇所を横線で抹消し、正しい内容を訂正箇所のそばに記
入してください。訂正印は不要です。
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10 末尾８の概算増額訂正報告について
（１）申告書内訳及び特別加入者名簿記載例

組様式第６号 （乙）

1 1 枚目

令和 年度確定
令和 ○○ 年度概算

（第２種特別加入保険料）

労働保険 所掌

番　　　号 0 1 1 0 1 9 3 0 0 0 8
① ③ ④ 令和　　

⑤ ⑥

保険料算定
基礎額総計

第２種特別加
入保険料率
（１０００分の）

人 千円

48

合
計

労働局用

合　　　　計 133,833 2,408,994

18
円

133,833 2,408,994

千円

1 札幌○×建設 一人親方組合 特２
円

② 年度確定保険料 令和○○ 年度概算保険料

労働
保険
番号
の枝
番号

事業（団体）の名称 業種
特別加
入者数

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

第２種特別
加入保険料
（⑤×⑥）

保険料算定
基礎額総計

第２種特別加
入保険料率
（１０００分の）

第２種特別
加入保険料
（⑧×⑨）

枚のうち

保険料申告書内訳

概算増額訂正報告 府県 管轄 基幹番号

訂正内容を朱書で記入してください。

概算増額後の総額を記入してください。

適用事務様式７

団 体 名 の№　　1

① ② ③ 第　２　種

番号 特別加入者の氏名 労災法第33条 特別加入
第 3 号に掲げ 給付基礎
る者との関係 日　　　額

○○・△△・×× 円 円 円 円 円
　　　・　　・ 10,000 （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

48 親方　太郎 主・家　族

主・家　族

　　　　特別加入団体の特別加入者名簿

札幌○×建設　一人親方組合

加入年月日
給　　　付　　　基　　　礎　　　日　　　額

金　　　　　　額
（変更年月日）

金　　　　　　額
（変更年月日）

金　　　　　　額
（変更年月日）

金　　　　　　額
（変更年月日）脱退年月日

新規加入者の氏名、加入年月日、
日額等を記入してください。
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（２）第２種特別加入保険料算定基礎額集計表記載例

第２種特別加入保険料算定基礎額集計表

概算増額訂正報告
  　　　  　　　年度確定 労働保険 府県 所掌 管轄 基　　幹　　番　　号 枝番号

  　　○○　　年度概算 番　　　号 0 1 1 0 1 9 3 0 0 0 8 0 0 1

給付基礎日額
保険料算定   　　　年度確定保険料    ○○ 年度概算保険料

基　 礎 　額 特別加入者数 保険料算定基礎額計 特別加入者数 保険料算定基礎額計

25,000円
9,125,000円

20,000円
7,300,000円

18，000円
6,570,000円

16,000円
5,840,000円

14,000円
5,110,000円 3 15,330,000

12,000円
4,380,000円

10,000円
3,650,000円 15 54,750,000

1 2,433,336

9,000円
3,285,000円

8,000円
2,920,000円 7 20,440,000

7,000円
2,555,000円

6,000円
2,190,000円 2 4,380,000

5,000円
1,825,000円 20 36,500,000

4,000円
1,460,000円

3,500円
1,277,500円

小　　計
特例計算以外の者 人 円 47 人 131,400,000　円

特例計算の者 人 円 1人 2,433,336　円

合　　　　　　　　　　　計 人 円 48 人 133,833,336　円

保険料算定基礎額総計 ① 千円 ② 133,833 千円

事業（団体）の
所在地　　札幌市北区北○条西×丁目

(注) 上段には特例計算者以外の者
名　 称　　札幌○×建設　一人親方組合

下段には特例計算の者を記載

すること

労 働 保 険 所在地　　札幌市北区北○条西×丁目
事務組合の 名　 称　　北海道△△協同組合

（労働保険事務組合に委託している場合のみ記載）

概算増額後の総額を集計して記
入してください。

円単位まで合計した後に、千
円未満を切り捨ててください。

朱書きしてください。

日額10,000円で8/1からの新規加入の
場合（2,433,336円）

ゴム印可
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11 末尾８の概算減額訂正報告について
（１）申告書内訳及び特別加入者名簿記載例

組様式第６号 （乙）

1 1 枚目

令和 年度確定
令和 ○○ 年度概算

（第２種特別加入保険料）

労働保険 所掌

番　　　号 0 1 1 0 1 9 3 0 0 0 8
① ③ ④ 令和　　

⑤ ⑥

保険料算定
基礎額総計

第２種特別加
入保険料率
（１０００分の）

人 千円

48

合
計

労働局用

合　　　　計 132,464 2,384,352

18
円

132,464 2,384,352

千円

1 札幌○×建設 一人親方組合 特２
円

② 年度確定保険料 令和○○ 年度概算保険料

労働
保険
番号
の枝
番号

事業（団体）の名称 業種
特別加
入者数

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

第２種特別
加入保険料
（⑤×⑥）

保険料算定
基礎額総計

第２種特別加
入保険料率
（１０００分の）

第２種特別
加入保険料
（⑧×⑨）

枚のうち

保険料申告書内訳

概算減額訂正報告 府県 管轄 基幹番号

訂正内容を朱書で記入してください。

概算減額後の総額を記入してください。

適用事務様式７

団 体 名 の№　　1

① ② ③ 第　２　種

番号 特別加入者の氏名 労災法第33条 特別加入
第 3 号に掲げ 給付基礎
る者との関係 日　　　額

○○・△△・×× 円 円 円 円 円
○○・△△・×× 5,000 （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
○○・△△・××
○○・△△・×× 5,000 （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）
　　　・　　・
　　　・　　・ （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　） （　　．　　．　　）

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

主・家　族

金　　　　　　額
（変更年月日）脱退年月日

1 労働　一郎 主・家　族

2 雇用　花子 主・家　族

　　　　特別加入団体の特別加入者名簿

札幌○×建設　一人親方組合

加入年月日
給　　　付　　　基　　　礎　　　日　　　額

金　　　　　　額
（変更年月日）

金　　　　　　額
（変更年月日）

金　　　　　　額
（変更年月日）

脱退者の氏名、加入・脱退年月

日、日額等を記入してください。
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（２）第２種特別加入保険料算定基礎額集計表記載例

すること

労 働 保 険 所在地　　札幌市北区北○条西×丁目
事務組合の 名　 称　　北海道△△協同組合

（労働保険事務組合に委託している場合のみ記載）

事業（団体）の
所在地　　札幌市北区北○条西×丁目

(注) 上段には特例計算者以外の者
名　 称　　札幌○×建設　一人親方組合

下段には特例計算の者を記載

合　　　　　　　　　　　計 人 円 48 人 132,464,596 円

保険料算定基礎額総計 ① 千円 ② 132,464 千円

127,750,000 円
特例計算の者 人 円 3 人 4,714,596 円

小　　計
特例計算以外の者 人 円 45 人

3,500円
1,277,500円

2 2,281,260

4,000円
1,460,000円

5,000円
1,825,000円 18 32,850,000

6,000円
2,190,000円 2 4,380,000

7,000円
2,555,000円

20,440,000
8,000円

2,920,000円 7

1 2,433,336

9,000円
3,285,000円

10,000円
3,650,000円 15 54,750,000

12,000円
4,380,000円

14,000円
5,110,000円 3 15,330,000

16,000円
5,840,000円

18，000円
6,570,000円

20,000円
7,300,000円

保険料算定基礎額計 特別加入者数 保険料算定基礎額計

25,000円
9,125,000円

8 0 0 1

給付基礎日額
保険料算定   　　　年度確定保険料    ○○ 年度概算保険料

基　 礎 　額 特別加入者数

1 9 3 0 0 0  　　○○　　年度概算 番　　　号 0 1 1 0

第２種特別加入保険料算定基礎額集計表

概算減額訂正報告
  　　　  　　　年度確定 労働保険 府県 所掌 管轄 基　　幹　　番　　号 枝番号

概算減額後の総額を集計して記
入してください。

円単位まで合計した後に、千
円未満を切り捨ててください。

朱書きしてください。

日額5,000円で
10/31脱退１名(7か月=1,064,588円)
11/20脱退１名(8か月=1,216,672円)

ゴム印可
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